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Ⅲ.2004年後期 研究会議事録

平成16年10月30日 (土) 第1回 定例研究会 ･- - - - - - - ･･- ･170

平成16年11月13日 (土) 第2回 定例研究会 ･- - - ･

① 前文 (フアシリテ一夕:屋嘉比収)

(診 人権 (フアシリテ一夕:難波田到吾)

平成16年11月27日 (土) 第3回 定例研究会 - - ･- ･

① 沖縄における自治の基本原則 (フアシリテ一夕:前城充)

② 国との関係 (フアシリテ一夕:藤中寛之)

平成16年12月18日 (土)第4回 定例研究会 - - ･･- ･

① 財政 (フアシリテ一夕:演里正史)

② 沖縄自治州と市町村の関係 (フアシリテ一夕:富里大八)

平成17年1月8日 (土) 第5回 定例研究会 ･･････････

① 市町村 (フアシリテ一夕:照屋勉)

② 沖縄Jllの統治機構 (フアシリテ一夕:曽根浮)

平成17年1月22日 (土) 第6回 定例研究会 - ････- ･

(∋ 前文 (フアシリテ一夕:屋嘉比収)

② 沖縄の沖縄自治基本法の法的位置付け (フアシリテ一夕:翁長健治)
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沖縄自治研究会 第 1回定例研究会

日時 2004年10月30日 (土)

場所 文系総合研究棟703

○島袋耗氏 沖縄自治研究会の企画の会議で､3月でしたか､基本的に今回の定例会はすべて

仲地博先生が司会するということで合意があったんですけれども､きょうは大学院の授業のほう

で司会ができないということで､お任せしますということで頼まれましたので､私のほうで今司

会させていただいています｡

そして､きょうの会議の目的なんですが､これから5回の定例研究会を行います｡そのきょう

は第1回目です｡それで､どういうことが5回の定例研究会の中で行われるかというと､沖縄の

新たな自治の姿をできるだけ法律あるいは条文､条令をイメージできるような形で提案するとい

うことが最終的な目標です｡

きょうは､この前のシンポジウム､沖縄の新たな自治を提案するというところで.発表報告さ

れました3つの提案がありますが､その3つの提案を吟味しまして､1つの方向性､これをみん

なで話し合いの中で決めていくということです｡

そして､もう1点は､その方向性が決まったならば､どういう具体的な項目があるのかという

ことを考え､そして決めて､その項目ごとに､フアシリテ一夕-というんですが､議論を進める

キーパーソンになる方を決めていくということです｡

それで､もちろん､今のところ特にシンポジウムの具体的な中身を､参加されていないで聞か

なかった方､それから具体的な項目といっても､今こういっただけでは非常にイメージしづらい

と思いますので､前回シンポジウムに使いましたペーパー､これをそのままきょうも持ってきて

います｡これ前回来られた方は､枚数が少なくて､印刷が少なくて､用意が不十分なところがあ

りますので､もし前にシンポジウムのときに持ってきた､いただいた方がいらしたら､それを使

っていただいて､あそこに配っていたのはほかの方にお譲りしていただきたいんですが｡今､こ

れは手元にありますか､何名手元にないですかね｡

今､とりあえず向こうのほうで用意していますので､しばらくしたら来ると思いますので､ち

ょっとお待ちください｡

そして､この中身に従って､グループ1､グループ2､グループ3のそれぞれの3つの提案が

ありますので､その中身を検討し､1つの方向性を見出していきたいということです｡

きょう､ついでに資料の説明をしたいと思いますが､もう1つ､報告書N0.5というものがあり

ます｡これは沖縄自治研究会が2年半の間に出した報告書､6つあるんですが､1つは立ち上げ

のシンポジウムの報告書で､それから､定例研究会が続きまして､5つの定例研究会の報告書に

なっています｡5番目の定例研究会の報告書です｡

中身につきましては､比嘉幹郎先生ですとか､それから吉元元副知事ですとか､そういった実

際に沖縄の歴史をつくってきたような方々の証言に近いような報告も入っています｡

それから､沖縄民主同盟の設立メンバーの1人である方ですとか､そういったものと､それか

ら研究者のとらえた沖縄自治憲章､玉野井芳郎案の評価ですとか､琉球共和国憲法案の評価です

とか､そういったものが一緒に内包されています｡

これの前の号､4号､3号につきましては､まだ部数に予備がありますので､帰りがけにくだ

さいということで､私のほうか大域さんのほうに言ってくだされば､お分けします｡これは文部

省のほうから助成金が出ていますので､無料でお分けするものです｡
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それから､沖縄自治研究会がつくりました普及用のパンフレットというのがあります｡市町村

自治基本条例のモデル条例の普及用の小冊子です｡それにつきましては､自分たちでお金を出し

合って､資金を集めてつくりましたので､一部500円でお譲りしております｡薄いものです｡それ

もまだ予部がありますので､それは購入のほうをお願いします｡

それで､これの説明にまた戻りたいと思いますが､これの中できょう決めないといけないこと

は､もう1つ､先ほど話しましたように､項目というのがあるんですが､項目というのはどうい

う意味かといいますと､議会の項目ですとか､首長の項目ですとか､そういった分け方をして､

あるいは人権ですとか､そういった分け方で項目を立てます｡それで､1項目1条というわけで

はなくて､1項目につき､例えば議会とすれば､4条とか5条とかは必要になるかもしれません｡

テーマというんですね､項目というのは｡テーマごとにフアシリテ一夕-を設け､そして､幾つ

かの条文的なもの､そういったものにまとめ上げていきたいということです｡

最終的な完全な条文の形態を､いつかの時点では練り上げていきたいのですが､今回､この5

回の定例会の中で､完全なものを目指すということはちょっと無理ではないかなと思っています

ので､なるべく要点的に､個粂書きでもいいんですが､なるべく条文とか法律に近いような形の

文言を目指すということで､最終的な到達点にもっていきたいというふうに思っています｡

以上､今までのところで何か質問ありますか｡進め方なんですが｡

では､プリントがきてないのですが､申しわけないんですが､前回のグループ1､グループ2､

グループ3の報告の内容について､ちょっとだけご紹介したいと思います｡プリントのない方が

いらっしゃいますので､少しだけご説明したいと思います｡

グループ1､グループ2､グループ3と分けたのは､基本的に現行の地方自治法の枠の中にお

きまして､自治基本条例という形で制定を目指すという方向です｡基本的に現行の県制度を前提

としながら､今の地方自治法､それに基づいた､その枠の中での自治基本条例ということになり

ます｡ですから､首長の構成ですとか議会の構成ですとか､すべて現行地方自治法の中､その中

に基づいて､自分たちの自治をじゃあどうするのか｡これは現行地方自治法があるから自治基本

条例は必要ないということではなくて､やはり県民自身が自分たちの統治の機構について再確認

し､再定義し､それからどういう具体的な理念に基づいて県政を行うべきなのか､そういったも

のを明らかにしていく必要があるだろうということで､現行地方自治法の枠内におきましても､

自治基本条例というのが重要な役割を果たすという認識のもとに､ひとつ自治基本条例という形

で提案していただきました｡そのモデルです｡

そして､第2番目のグループは､現行憲法の枠の中には治まる｡当然ながら治まるんですが､

実を言うと､新たな道州制に関しても､現行地方自治法の枠内に治まりきれないような法律が用

意されて､制度化される可能性が非常に高いということですね｡

それで､憲法の枠内にはありますが､憲法の枠を最大限に生かすような､現行憲法を最大限に

生かすような新しい沖縄の自治基本法､そういったのを想定して､提案していたただいたという

ことです｡

それから､第3番目のグループは､基本的に今の憲法を前提としない｡もしかしたら憲法が新

たに変わるという段階で､沖縄が日本の憲法の中で新たに変わる段階で､別の憲法の体制に服す

るといいますか｡明治で言えば､例えば香港ですとか､昔､一国二制度とかよく言われていたん

ですが､そういった極めて主権を獲得する､あるいは主権に近いような高度な自治権を獲得する

というような発想のもとに提案をしています｡

そういった3つの段階で､3つのレベルで研究グループを構成しまして､そしてそれぞれのモ

デルを提案していただいたわけです｡

ちょっと中身につきまして､ばらばらで各グループが独自にやっていきましたので､共通のフ
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オーマットがないんで､このプリントに関しましても､それぞれ薄さ厚さが達うんですが､基本

的にそういったものを念頭に､それぞれ発表報告してもらったということになります｡

それで､我々のこの研究会の中で､基本的に3つの案を全部一遍に､グループをまた3つに分

けて､それぞれ追究するということはおそらくできないだろうと｡それはちょっと無理ではない

かなということで､前もって前の勉強会､自治研の勉強会の中で話しています｡

ですから､何かしら1つの案を採択するか､あるいは1つの案にこれから統合していくか､1

つを決めて､そしてその実をやっていこうと｡基本的にその実を追究していこうと｡もちろん1

つの案といいますが､自治基本条例のグループが採用したおもしろいテーマ､項目､考え方､そ

ういったものもどんどん取り組んでいって､統合していくような形でもいいんじゃないかという

ような話です｡

1つの提案､基本的な方向性を決めるんですが､それぞれの出てきた意見をまとめるような形

で､1つの案に統合していってもいいんじゃないかということで､一応話し合いではありました｡

そういった意見が大勢を占めていました｡

きょうは､まず最初に､最初の時間半分で､どの方向性､基本的な方向性で､沖縄の我々の､

沖縄自治研究会の案を提案していくべきなのか､これについて議論を進めたいと思います｡

第1グループと､第2グループと､第3グループの､それぞれの方がいますか｡1は徳田さん､

第2グループは高良先生､いませんか｡おそらく第2グループは全員大学院で授業をもっている

んじゃないですか｡第3グループ､私と学さん｡では､いらっしゃる方だけでもいいです｡第1

グループの提案と､それと､どういう方向で自治研究会では取り上げたほうがいいのかにつきま

して､徳田さんから一言Oそれから､学さんから一言ずつお願いして､それで最初に､皮切りに

したいんですが｡

徳田さん､お願いします｡

○徳田博人氏 徳田といいます｡

まず､Glの考えたことについてお話をいたします｡Glは現行法の枠内で自治基本条例のあ

り方を考察するということでしたけれども､基本的なスタンスは､自治基本条例を人権と統治か

ら構成し､さらに､自治体運営の基本的な原理原則に焦点を当てました｡

先ほどの島袋先生のお話と関連づけて申しますならば､現行法の枠内で自治基本条例を制定す

るという条件を設定した結果､Glの作業は､自治体の運営や関連法令を解釈する方向性又は指針

を原理原則という形で条例化するに留まったということです｡これが第1点目です｡

若干数宿します｡我々はまず､他府県の自治基本条例若しくは案文は､研究者の案を参照いた

しました｡そうしますと､大体次のようなパターンの条例の論理構成になっております｡つまり､

例えば､住人には知る権利があるんだと｡そのためには情報公開制度もなければならない｡さら

に､詳細については別に条例を定めると｡あるいは参加する権利があるんだと｡制度としてはパ

ブリックコメント制度が必要であるが､詳細については､別の条例で定めると｡大体こういうパ

ターンです｡

つまり､情報公開制度や住民参加制度などを､これから具体的に条例化 ･制定する場合､ある

いは既に制定された条例であっても､本基本条例で定めた水準まで到達することが望ましいとい

うことを､自治体基本条例は要求するのです｡つまり､自治基本条例の基本的枠組みは他の条例

の指針となるような仕組みとなっているわけです｡従ってGlの作業は､他の自治体の例からして､

自治体運営などの方向性を定めたり指針となる原理原則から確定したほうがよいと考えたわけで

す｡

第2点目は､現行の自治基本条例の枠内という際の枠内の意味をどうとらえるかということが

ポイントになります｡例えば､話は少し脱線するようですけれども､今､私の手元に ｢解説 ･改
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正行政事件訴訟法｣というコメンタールがあるのですが､最近､行政事件訴訟法が改正されまし

た｡なぜ改正されたのかというと､最高裁の解釈の仕方が文言だけ重視して､狭い枠内で解釈し

ていて､その結果国民の権利を過度に制限している｡法律の解釈は､憲法とか関連法令の中で､

当該法令の個々の条文を位置づけ解釈すべきだ｡そういうことを現行の行政事件訴訟法の改正で

も明確にする必要がある｡これが多くの学者の一致するところであり､また改正行政事件訴訟法

の中に､そのことを確認する文言が盛り込まれました｡

何を言わんとしたいかといえば､解釈には憲法を前提にしつつ､一定の作法があると言いたいわ

けですね｡つまり､地方自治の枠内でと自治基本条例のあり方を考えるときに､どういう作業を

するのかというと､当然､我々も憲法の枠内を前提にし､なおかつ現行の地方自治にも反しない｡

しかし､現行の地方自治を最大限生かすような方向で､かつ憲法の精神をその中に取り込むよう

な方向性をつくることができないのかというふうに考えました｡

一例だけ挙げますと､どういうことかといいますと､憲法には知る権利は明記されておりませ

ん｡憲法21条には表現の自由という条項があって､そこから知る権利というものを研究者があれ

やこれ解釈上操作して導きます｡そこから､さらに知る権利のもつ､民主主義的な側面を､権利

論として展開します｡

以上のように現行の憲法では､いろんな豊富な内容の人権論 (人権の発展の可能性)があるの

です｡日本国憲法で保障されている人権又は人権保障体系の発展可能性に着目して､我々が自治

基本条例をつくる際に､市民が主権者として自治の担い手になり得るようにするために､現行の

憲法で書かれている人権を､市民権を実現するような権利として表現し直し､それを自治基本条

例の中に直接明記する｡そこをまず押さえて､さらに技術的なものについては他府県の例を参考

にするという､そういう作業手順をとったということです｡

もう1点､Glの作業で意識したことは､この作業が単に観念論で終わりたくないなと思ったと

いうことです｡沖縄戦後史も視野に入れるように､具体的に言うと､玉野井さんの草案とか､あ

るいは､比屋根照夫先生による沖縄戦後史の研究などを参考といたしました｡このような作業に

よって沖縄には自治基本条例が根づく歴史的基盤や学問的蓄積があるのだと､言いたかったので

す｡

また､沖縄の戦後史や､学問的蓄積を振り返ることで､我々独自の条例がつくれるではないか

と思ったのです｡つまり､元気の源みたいなものを我々の自治基本条例(莱)の中に取り込むこと

ができたらと考えたわけです｡そういう問題意識で作業をして､Glの内容を提案したという､そ

ういう次第です｡

○島袋純氏 ありがとうございました｡

グループ2の方がいませんので､私からもう1回ちょっと説明したいと思います｡

グループ2のほうは､憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法と書いてあるんですが､これ憲法

95条って何かということが非常に問題になるかと思います｡これは憲法95条の中に､特定の地域

にだけ効力をもつ地域特別法に関しましては､国会が提案し､そして最終的にその地域の住民投

票によって法律となることができるという条文があります｡

この条文に基づいて､現行地方自治法があるんだったらあると､それは脇に置いておいて､沖

縄だけはこの地方自治法を適用するという､沖縄の自治法をつくって､それは国会レベルの法律

です｡それを国会で承認し､沖縄県民投票で出して県民に承認してもらって､沖縄に適用される

法律とするということです｡

ですから､自治基本条例が地方自治法という枠があって､その中での沖純県議会がつくる､県

議会の条例だとすれば､憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法は､これは国会の制定する国の法
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律です｡そこが大きな違いです｡

わかりますか｡それで､基本的に､このパターンをやったほうがいいという提案は､ことしの

春までやっていました沖縄自治研究会の自治研究講座､去年の10月から始まりまして､ことしの

2月に終わったんですが､その中で日本政治学会の理事長であります加茂利男先生がまず提案が

ありました｡憲法95条に基づく地域特別法､沖縄は現行地方自治法を適用除外とし､沖縄の自治

法を沖縄から発案してつくるべきだという提案がなされました｡

それから､1月10日には西尾勝先生､これは地方分権推進委員会の実質的なリーダーで､現在

の28次の地方制度調査会の理論的なリーダーであります｡

この西尾勝先生も同じく､沖縄は憲法第95条に基づく沖縄の独自の自治法を制定して､国会で

通してもらう｡その方向がいいということで提案がありました｡さらには､2月には山口二郎先

生､北海道大学の､この方も同じく､憲法第95条に基づく沖縄の基本法というものをつくったほ

うがいいということです｡

これは過去には自治労の提案とかも､このどうも憲法第95条に基づく特別自治法として制定し

たほうがいいというような､琉球諸島特別自治法､そういった98年の提案もありました｡

基本的に1つの､これも大きな沖縄の自治像を提案する際の1つの基本的な見方になってきて

いるのではないかなというふうに思います｡

この中で､私もずっと､グループ2の研究会のほうも出ていたんですが､基本的にやはり､沖

縄の特殊な歴史､それから現在の特殊性､それを解決するにあたっては､沖縄から憲法95条に基

づく特別な自治基本法の原案みたいなものを､これ国会に出す法律の原案になるんですが､その

原案的なものを発案して持っていく必要があるだろうということです｡沖縄から発案しない限り､

どこかで､中央で､小泉さんが ｢はい､つくりなさい｣北海道のトップみたいにいきなり命令し

たら､｢ハハ-｣という形で､沖縄でつくり出すということはあり得ないわけです｡中央で命令さ

れてつくるということは､おそらく沖縄の場合､こういった方向はふさわしくないだろうと｡沖

縄からこういったことに関しましても､何かしらの発案を持っていかない限り､沖縄独自の､沖

縄のための基本法にはならないのではないかということがありまして､沖縄の歴史性を重んじな

がら､独自の案を出していきたいということでした｡

特に､憲法の､高良鉄美先生と仲地博先生が非常に気になさったところは､現行憲法で保障さ

れているかいないか､明確でないような新しい権利､それを明示化していく必要があるだろう｡

環境権ですとか､それから平和を希求する平和的生存権､それから沖縄の独自の文化に対する享

受権､そういったものを1つ1つ､人権というものを確立していって打ち立てていく必要がある

だろうということでした｡

国と自治州の関係におきましては､最大限の自治を保障するために､法律､少なくとも行政機

関の政令､省令以上に州の法律､州条令と今名づけておこうと言っていましたが､州条例は政令､

省令よりも上にくると｡これが憲法95条に基づく特別自治法で､自治州をつくる意味の非常に重

要な点なんですが､今､政令､省令､その規則､いろんなもののさらに下にしか県の条例ってな

いわけです｡それを政令､省令よりも上にもっていこうという発想です｡これは憲法上可能であ

ろうということです｡

こういうふうにして最大限の自治を尊重するようなシステムを構築していく｡その中で､問題

となりましたのが､やはり財政の問題ですとか､自治州と市町村との関係です｡

財政の関係は､なるべく沖縄の基地問題と自治州の財政との関係をリンクさせない方向にもっ

ていこうということで､議論が進んでいましたが､気持ち的には｡ですが､最終的には米軍の施

設があるが故のいろんな出費に関しまして､それを想定とした独自の財政基金ということで提案

がなされています｡

- 174-



財政に関しましては､非常に多くの問題がありまして､いろいろ議論していても､なかなか適

切な答えが､みんなが納得できるような答えが出てこないんですが､基本的にはそういう方向で

話が進んでいきました｡

それから､市町村との関係におきましては､自治労が出しました98年の特別法の原案におきま

しては､基本的に新しくつくる全県レベルの政府と､それから市町村レベルの政府は､対等 ･平

等な関係ということになっていましたが､自治州の間でも､基本的には対等 ･平等な関係という

ことではあるんですが､少し､財政的な問題におきまして､州が市町村に関しまして､何らかの

配分を行うべきではないか｡要するに､交付税･交付金の査定等に閑しまして､州が何かしらの､

一括して週にお金をもらうわけですから､州の中で市町村同士の財政調整､水平的 ･垂直的財政

調整をやっていいのではないかという意見があったように思います｡これちょっと州と市町村と

の関係では､ちょっとわかりにくいんですが､そういったことを想定しています｡ですから､沖

縄の市町村はわざわざ東京の総務省に行って､交付税 ･交付金の査定を毎回毎回気にしながらお

金をもらってくるという方向ではなくて､自治州の中で､沖縄で市町村がどうにか財政調整をし

ていくというシステムです｡そういったことを想定しています｡

基本的には､現在の､それともう1点は大きく変わっています道州制の動向です｡今の段階で､

西尾勝先生なり､道州制の提案する側の方々が､この95条を使ったほうがいいという提案された

のは､おそらく道州制というものの道というのは､単に府県合併をするだけの話には留まらない｡

これは中央の省庁の支分部局の権限を道州におろすという｡ですから､国の出先と､それから府

県の合併､これまで入っています｡これは非常に今までの道州制と違う議論で､そうとなると､

単なる地方自治法の枠に治まる法律の改正ではなくて､国家行政組織法､そこまで実を言うと踏

み込まないと道州というのはできないんです｡

ですから､かなり大幅な法律の改正が前提となっているというふうに私は考えているんですが｡

いずれにせよどう法律的に解決するにせよ､道州制というのは単に府県合併論におさまらない､

新しい県を創設するという話ではないということです｡

この機会に､では沖縄は中央の全国画一的な道州制の法に基づいて､それにどうにか組み込ま

れることを考えるんじゃなくて､自分たちで道州制の法律､自分たちの新しい自治州の法律を自

分たちで用意したらいいんではないかということです｡このチャンスに､現行地方自治法を前提

とする自治基本条例をやっている今のタイミングで､これよりも基本的にはこの道州制が､2年

後の2月には最終方針出まして､それから法案化されるのもかなり早くなると思います｡その時

期に､今のタイミングでは､もはや沖縄自治州を提案していく､このタイミングを逃しては､沖

縄から独自の州を勝ち取ることなんかできないのではないかということです｡そういった危機意

識に基づいて､この提案がなされているということです｡

G3に関しましては､基本的には憲法9条がおそらく改正されて､日本はアメリカと一緒にど

こまででも戦える国になる可能性があると｡そういった危機意識のもとに､非常に長期的に､主

権もしくは主権に近い高度な自治権を回復しない限り､一緒に戦場に連れていったらたまらんな

という問題意識のもとに､地位協定を改正する権限さえも日本政府から取ろうという話をしてい

ます｡

学さん､G3に関して少し説明をお願いしたいんですけど､G3の提案に関しまして｡

○佐藤学氏 G3の提案の根幹は､どのようにすれば沖縄が今直面している問題を根本的に解決

できるかということです｡たとえば地位協定の改定の話があります｡Gl､G2でも議論が出て

いましたが､基地内の環境問題､環境の立入検査のことなど､果たして現行法制内で､あるいは

憲法の枠内の形で､根本的な解決ができるのかどうか｡少し枠を広げて考えてみたらどうかとい

う問題意識で､G3は憲法の枠､現行憲法の枠を超える構想を考えたわけです｡
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日本連邦という構想ですけれども､これは要するに沖縄の自治､高度な自治を沖縄が宣言する､

そしてその上で､東京の政府との間で連邦をつくる｡これは､もともと島袋さんの構想なんです

けれども､イメージとしては､EUにならったような､EUを日本に持ってくるような､そうし

た連邦制をつくる｡概要については細かいところを読んでいただけくとして､提案の大きなねら

いは､沖縄が高度な自治権を持つことで､その自治権の中には自治外交権というものを含めよう

と､そういうことを考えています｡

東京の政府ではできないことをこっちで代わりにやってあげようじゃないかと｡沖縄でアジア

の中での平和の構築をするような外交をこれから進めていく｡その基盤としての高度な自治外交

権を発揮しようと｡そのためにはこの連邦制ということが必要なのではないか｡そういう提案で

す｡

といっても､これは即座に独立する云々という話ではございません｡中を呼んでいただければ､

この前来ていただいた方はおわかりかと思いますけれども､地域間､例えば沖縄と東京の間には

さまざまな関係のあり方がある｡関係は､独立か､国の一部として中に入っているか､その二者

択一ではない｡国と国､あるいは国と地域の関係というのはさまざまな層があり､さまざまな様

相がある｡私たちは､今年度の前半､何人もの専門家の方をお招きして､世界の中の地域主義で

あるとか､あるいは島峡の自立の問題であるとかを学んできました｡また､連邦制の勉強会も重

ねました｡その中で学んだことというのは､二者択一ではないのだということです｡

自治の度合いであるとか､自立の度合いというのは､仮に完全な独立というものが1つの極に

あるとして､その前にさまざまな形で段階があるはずです｡そうした発想が必要なのではないか｡

世界にさまざまあるそうした事例から､私たちは沖縄にとって最適な形というのは､より高度な

自治を確立することではないかと考え､この構想を作りました｡

○島袋耗氏 どうもありがとうございました｡

では､早速､はかの方々からも意見をいただきたいんですが､基本的にどの案でいくべきか｡

私としましては､私の基本的な発想としましては､今の時期におきましては､おそらくグループ

G3が目指しているような究極的な方向というのは､時期尚早というか､早すぎるのではないか

と｡

それで､あと自治基本条例のほう､それを今やるということは､これは非常に実質的に具体的

な課題を解決するために､どうしても必要な議論ではあると思いますが､今の段階では､基本的

に道州制の今すごい勢いで始まりまして､各県ですべて勉強会が始まっているような状況ですの

で､どうもグループ2の方向性を､今の時点では追究していったほうが､非常に実りがある議論

になるのではないか｡その中で､G3の将来的な発想ですとか､それから､グループ1の､一条

例の､今の条例でもできるような､自治を最大限に生かす方向性ですとか､それを活用していく

というのがいいのではないかと思いますが｡

いろいろ意見をお聞きしたいので､意見がある方は､お願いします｡

では曽根さん､お願いします｡

○曽根淳氏 曽根です｡おはようございます｡

先はど島袋さんからも簡単にお話がありましたが､今の道州制の検討状況､国の検討状況も含

めて､現状をもう1回確認した上で､自分の意見も言いたいと思います｡

国の道州制度の検討状況については､前回の27次地方制度調査会で､基本的な考え方が1つ示

されております｡それは先ほどもありましたが､現在の都道府県を廃止して､現在の都道府県の

区域を越える広域自治体とする｡基本的には広域の都道府県合併を基本とするということで､実

際にこれに沿った形で､地方自治法の改正も既になされている｡だから､もう合併は県でもでき

るということです｡
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それから､これも先ほどお話がありましたが､国の地方支分部局がもつ権限は､例外的なもの

を除き､道州に移管ということです｡国の地方支分部局というのは､基本的には九州とか四国と

か中国とか､そういう大きな地域エリアですから､基本的な道州の想定されるエリアというのは､

国の地方支分部局のエリアであるということを国は考えているということです｡

それから､ここで1つ否定されているのが､連邦制との関係で､連邦制については､憲法の根

幹部分の改正が必要となって､一体性独自性の高い連邦という､構成単位の存在が前提となるが､

我が国の成り立ちから見ると､制度改革の選択肢としないと｡これは沖縄の存在を無視した文言

なんですけれども､一応､連邦制というこの案を排除するような考えを国はもっているというこ

とです｡

実は､既に28次地方制度調査会が始まっているんですが､これは本来は､例えばシティマネー

ジャーとか､あるいは自治体のあり方とか､いろんな議論をやっていくと｡どちらかというと､

そういう自治体のあり方の検討ほうが先行するというのを､前に西尾さんがいらっしゃったとき

にはおっしゃっていたんですけど､実際は､この最初の何ヵ月間で集中的に道州制についての検

討がかなり進められています｡やられている中身というのは､先はどもちょっとお話ししました

ように､国と地方の役割分担､具体的に言うと､国の地方支分部局の権限を地方におろすという

形での検討が､今の報告されている議論の中ではかなり具体的に､もうこの仕事は全部地方でね

という形でやられているのかなと｡

このへんについては､もう一通りの議論が終わりまして､可能であれば年内に､小泉総理に中

間報告みたいな形で地方制度調査会は報告するようなことも検討されているということです｡

ですから､道州制の制度設計そのものは､最終的には2年後､28次政調の答申で確定されるわ

けですけれども､道州制については､国はやはり早い時期での導入というのを見込んだ上で､制

度設計そのものは先にある程度固めて､いろんな声を入れていこうという段階になっているのか

なと｡要するに､国に対して対案を出すタイミングというのは､割と近い時期ではないかという

感触を持っています｡

国が急いでいる背景というのは､厳しい財政状況というのがあって､国の借金というのは700

兆円ですか､そして､地方も300兆円ぐらい借金がありますから､これをどういう形で解決するか､

国はいろいろ考えて､三位一体改革というのもやっていますけれども､この究極の手段が､国の

考える道州制なんだろうと｡それは基本的には国の経済効率性を考えれば､全国一律でかつ経済

効率がいい､つまり道州が自立して､国からお金をあげる必要がないと｡あるいは道州間で財政

の水平補完をさせる必要がないというような制度をある程度想定されるような気がするんですが､

先はど島袋さんが言われたように､沖縄がそうでない道を目指すのであれば､それにふさわしい

対案を考えて､いろんな形で提示していく必要があるのかなと｡自分はこのグループ2の案を進

めていくのがいいのかなというふうに考えております｡

○島袋耗氏 ほかに､お願いします｡

○新崎氏 新崎と申します｡前のシンポジウム､ちょっと出席できなかったので､意見という

よりは質問のほうをさせていただきたいんですけれども｡

憲法95条の文言と､その趣旨をまず教えていただきたいことと､あと､加茂先生や西尾先生あ

たりが､沖縄は憲法95条に基づいてやったほうがいいだろうというようなお話がありましたけれ

ども､なぜそのようなお話になっているのか､ちょっと要点､ポイント的に整理してお話しいた

だきたいなと思います｡

○島袋純氏 95条の厳格な文言は覚えていないんです｡ありますか､お願いします｡

○曽根淳氏 読みましょうね｡

｢憲法95条､1つの地方公共団体のみに適用される特別法｡1つの地方公共団体のみに適用さ
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れる特別法は､法律の定めるところにより､その地方公共団体の住民投票において､過半数の同

意を得なければ､国会はこれを制定することはできない｡｣ちょっと解釈はできないですけど｡

○島袋耗氏 解釈は多分いろいろあるとは思うんですけど､できた経緯は､もともとはこの章

はシティ･チャーターだったんです｡これアメリカ人がつくった憲法なんで､アメリカ人がイメ

ージしている地方自治というものは､要するに､市の基本条例を市民が原案をつくって､そして

市民投票にかけて､それで自治の基本的な市の自治法､自治基本条例とするということなんです｡

これが実を言うと､憲法の原案の93条あたりだったか､それに載っていたんですけれども､旧

内務省は非常にこれに抵抗しまして､それに残ったのが議会や首長を公選で設置するという文言

で､分解されてですね｡そして､もう1つが憲法95条と言われているんです｡特定地域において､

その地域だけに適用される法律に関しましては､その地域の合意が必要だと｡これは､基本的に

主権在民の発想から出てくるような発想だと思うんですけど｡法の下における平等と､その地域

にどうしても必要な法律､その整合性を保つために､その主権在民に基づいて地域の人々に住民

投票を課すということで落ち着いたんじゃないかなと思います｡

そして､沖縄に関しましては､沖縄県の公有地特別何とか法という､あのときの議論に関して

も､この95条を適用してないからおかしいじゃないかという議論もありましたし､それから､復

帰のときの沖縄振興特別措置法､振興3法に関しましても､これを沖縄の住民投票にかけなくて

いいのかという批判がとても強かったんです｡ただし､国は沖縄に住民投票をかけたら､自分た

ちのやりたいことが全部できなくなってしまうという可能性があるんで､沖縄に適用されるんじ

ゃなくて､全国に適用される全国法で､全国民が責任をもって､ただし具体的に言えば､たまた

ま沖縄にだけ法律が適用されてしまう､しょうがないようなという､そういうような話で乗り切

ったんです｡

これは非常に､沖縄の復帰後､議論にずっとなり続けていたんです｡結局､国は沖縄だけに特

別適用される法律に関しても､沖縄の県民投票すると､自分たちの政策が全然進まない可能性が

あるというんで､ことごとくかけてこなかったという歴史的背景があります｡

ですから､これがずっと忘れ去られていたんです｡忘れ去られていたというか､葬り去られて

いたわけです｡それを西尾勝､加茂利男､山口二郎､政治学者が明らかにしてきたのは､実を言

うとこの95条の生まれた背景を知っているからです｡これはもともと自治の基本条例､あるいは

基本法をつくるためにシティ･チャーターであったと｡政治学者の理解はこれなんです｡法律学

者は文言から解釈して､別の解釈で説を立てている方もいらっしゃるようですが､政治学者の発

想は､そもそもこの95条自体､新しい自治基本条例､あるいは自治基本法､そういったものをつ

くるための法律であるという発想があるんで､ですから､政治学者の頭の中からすんなりと､じ

ゃあ沖縄はこの95条に基づいて自分たちの基本法をつくったほうがいいですよという発想になっ

たと思います｡

僕もこの95条に関しては､初めからこれはアメリカでシティ･チャーターがもともとあったよ

うに､日本にもこの制度を導入しようとしたGHQの案の名残であると｡そう解釈していますの

で､西尾先生､加茂先生が言う発想はすんなりと理解できたということです｡

これ､いろんな解釈があると思います｡あと､法律家の高良先生､どう解釈されてきたか､補

足説明､できればお願いできますか｡

○高良鉄美氏 今､来たばかりで､95条の話でございます｡

95条の規定は､もともと92条のほうに地方自治の本旨というのがありますので､その中身が､

結局､地方自治は住民でやらなければならないというのを大前提としたものです｡地方自治の本

旨とは住民自治と､それから､もう1つが団体自治ということを言っていますので､その住民自

治の部分､それから団体自治の部分の両方の面を､この95条はかけているわけです｡
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結局､1つの地方公共団体だけに適用される法律というのは､国が勝手にすべてを決めてはい

けないというのがあります｡そういった意味では､1つの地方公共団体は本来､その地方公共団

体が行うわけですけれども､法律をつくるということになると､1つの地方のことを国が決めて

しまうということになりますね｡そうすると､地方自治の本旨の問題が出てきますので｡その点

と､もう1つは住民です｡やっぱり住民が決めていくという点で､住民投票を入れるという構造

になるわけです｡

ですから､今の発想の違いというのは､上からの95条の解釈と､下からの95条の解釈というこ

となんです｡要するに､国が法律をつくったときに､この法律をいわゆる拒否する姿勢としての

95条の解釈というのが､これまでずっととられてきたわけです｡国がたまたまつくったこういう

法律が､地方にとってはどうなんだろうと｡国は良かれと思ってつくったかどうかわからないけ

れども､ある1つの地域にだけに適用されるということになると､その住民の意思で過半数の同

意がなければならないわけですから､それで拒否をするという､いわば上からの法律に対する対

抗手段ですね｡

今､島袋さんの話した部分は､要するにアメリカ型で地方自治を考えていくなら､もっとレフ

ァレンダムというか､下のほうからのとらえ方なんです｡あるいはイニシアティブという､いわ

ば自分たちで発想していく下からの法律創造手段ですね｡

やっぱりこの95条のとらえ方というのは､むしろ今言ったようなところが正しく捉えているん

だろうなと思います｡要するに､ネガティブな､拒否権としての住民投票じゃなくて､もっとポ

ジティブな､自分たちの発想の中から突きつける住民投票ですね｡

このイニシアティブというのは､いろんな面でも､結局今の､例えば条例を制定するときも､

住民の側から条例案というのを出していきます｡ただ､形式的には首長が出すんですけれども､

条例の案発想そのものは住民が添えて制定請求というのができるようになっています､地方自治

法では｡そういうものとの整合性を考えると､今の､下からの95条解釈というものでも十分､

むしろ本旨に適合しているんじゃないかと言えると思います｡

これは今までそういうものがなかったわけですから､議論としてはこれからまたもっと出てく

ると思いますけれども､憲法の議論の中では､それは十分そういう射程範囲に入っているだろう

と私は思います｡ただ､これまであんまりこういう議論は憲法の学会のほうは､前者のちょっと

ネガティブ的な､いわゆる拒否権的な部分を考えていたと思うんです｡しかし､むしろ今の後者

の新しいというんですか､そういう発想のほうがより憲法原理で言うと､国民主権とかそういう

ものにも合っているんじゃないかなと思います｡

徳田さん､何か｡

○徳田博人氏 今､高良先生がおっしゃったように､上からおりてくる法律に対する拒否権的

な意味合いでとらえたら､すんなり文言は入ってくるのですけれども､逆に､そういった住民自

身のほうが積極的に国に対して､こんな法律を制定しなさいというとらえ方で解釈した場合に､

どういうシステムで住民から国会までいくのか､つまり手続的にはどういうふうになるのでしょ

うか｡

○島袋純氏 これは手続きは､最初は通常の国会の法律の手続きなんです｡それで､国会で確

か議決した後に､特定地域の住民投票に付すという形で､実際の法律として発効するというよう

なシステムだったと思います｡ですから､議員立法化､あるいは省庁からの政府による原案提出

か､その2つです｡

国の法律には､住民発案の制度ですとか､それから直接住民から原案を持ってきてやる制度は

ないですので､事前に住民投票をやって国会に持っていくんじゃなくて､国会で法律が決まった

ときに､最終的に住民投票に付すという形です｡
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確かそうだったと覚えているんですが､そうですね｡

これは､基本的にその以前に例えば住民投票をやることもできますし､原案提出といっても､

例えば沖縄は過去にいろいろあったんですが､県の側が､県庁が国の法律の原案を提出したとい

うことも過去にあるわけです｡ですから､その事前の段階で県民の意思､あるいは県庁､県議会

のほうで原案をつくって国会に持っていく｡いろんな特別措置法を議員立法でやっていますが､

議員立法という形で議員が原案を提出するということでもできると思います｡実際には､可能性

があるとしたら､政府がもし原案を提出しないとすれば､沖縄県選出の国会議員の共同による原

案提出､これが現実的ではないでしょうか｡

○徳田博人氏 地域から､新しくできた原案を国会が法律を制定して､そしてさらに住民投票

を---｡

○島袋純氏 そうです｡

○徳田博人氏 住民から上がってきたものを､また法律にすると｡

○島袋姓氏 そうそう｡

○高良鉄美氏 だから､普通の法律と同じなんです｡普通の法律と言うのは､今､島袋さんが

言ったように､議員立法と政府提出法案と両方しかルートないですから､この手続きしかないわ

けです｡その手続きの中に､議員を通したりして法案を住民投票をバックに住民が持っていくわ

けです｡内閣に住民投票の結果と首長たちの連名を添えて､法案を持っていくか､そのどっちか

に､手続き的にはなるでしょう｡｡

しかし､今言ったように､アメリカの政治なんかでもよくあることなんですけれども､先に住

民の意思を明確にしたわけです｡もうあなた方がつくるということをもう強く前提として､自分

たちはこれだけの人数がすぐ住民投票に入ったら賛成にぱーっとまわるんだよというようなぐら

いの圧力をかけておくと､またこれは､アメリカの場合には政府提出法案というのはないですか

ら､議員だけですから､要するに､議員のほうにはすごい圧力かかるわけです｡これは出さない

と次は自分はだめになるかもしれない､当選しないかもしれないということになると､そういっ

た政治的なインパクトというのもあるわけですよね｡

だから､事前にやるのは､どういう方法の住民投票をとるかというと､法律が成立してやる住

民投票とは別の形態の住民投票ということになると思います｡事実上の住民投票か､あるいは世

論調査みたいものでもいいのかもしれないですけど｡ただ､ルートとしては､住民の賛成を得た

法案を正式に普通の立法過程に乗せるということだと思います｡

○島袋耗氏 徳田さん､お願いします｡

○徳田博人氏 基本的には､島袋先生と高良先生の整理でいいと思うんですけれども､事実上､

我々というか沖縄県民が考えている条例案を､国会議員なりに出したと｡何がさらに問題になる

かというと､国会でそのままその案が通るわけではなくて､いろんな形で修正がなされる可能性

があるんです｡

例えば､我々が非常に重要だと思っていた財政的独立事項について､我々の提案の10割のうち

8割は認められたけど､2割は認めてないと｡それでも一歩前進だと思うときに､この法律はどう

かということを､再度､住民投票で問われる｡一見すると同じ住民が提案し､また住民が承諾す

るのは､二度手間のように見えるのですが､国会で修正される可能性があるものですから､住民

投票する意味はあるわけです｡

○島袋純氏 基本的にそういった細かいプロセスまで､G2のグループのものでは､プロセス

の提案はまだされてないんです｡事前の国会に提出するというのは､これは政治的な正当性はも

つけれども､法的には実を言うと､公式な制度ではないわけです｡事前に住民投票するとか､や

ってやれないことはないんですけれども､それは政治的な正当性を高めるためのやり方であって､
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法的には手続き上にのってないということです｡

ですから､これはできれば原案を提出する段階で､1人の人が思いつきで出した原案提出と､

それから県民投票を実際に経た原案とは､全然重み違うわけです｡

そういったことで､なるべくなら県民の総意､合意ということを論拠に提案することが望まし

い｡ただし､G2の中では､そういった事前の政治的正当性を高めるための住民投票をやってく

ださいということは言ってないわけです､これを求めてはいない｡憲法95条に基づいてやってく

ださいということは､基本的に､事後的に､国会で法律が可決されたと､どう修正されるかわか

りませんが､その後に住民投票を経て､法的な手続きにのっとったものとして住民投票をやって､

そして最終的には法律化されるものとしてやってくださいということです｡

では､ほかにご意見お願いします｡

○番長健治氏 翁長と申します｡グループ2が提案している沖縄自治州基本法構想には大賛成です｡

1つ重大な問題があるかと思います｡これは地方自治法に束縛されないわけですが､そういう破天荒な法

律をどのような政治的､社会的プロセスで実現できるのかという問題です｡国家法務官僚に懇願したり､

議員立法を進めたり､して実現するのでしょうか?まずその点をお聞きしたい｡その後私の提案を述べた

いと思います｡

○島袋耗氏 憲法95条に基づく特別法というものが､法律上できないんではないかというご意

見ですが､これ高良先生､ご回答可能ですか｡

○高良鉄美氏 一番最初の議論と似たところがあると思うんですけど､実際の今の地方自治法と

いうのが､どういう役割かというと､基本法なんです｡すべての地域にということです｡ところ

が､基本法としての地方自治法のはかに､特別法がつくられるわけです､特別な法律が｡それか

ら適用除外される法律というのは､可能なんです｡ただし､それは憲法の枠内じゃないといけな

いわけです｡要するに例外を設けるわけです､地方自治法の中にも｡そういう形態をとります｡

ですから､まずは議論として2つあると思うんですけど､1つはこういった地方自治特別法と

してこちらがつくったものを提案していく形の1点目と､それからもう1つは､現在の地方自治

法の規定が､この特別法を置くことと矛盾してないかということです｡現在の地方自治法が､全

く別の状態を許さないような内容なのかどうかということです｡それが今､翁長先生が言われた

ような部分じゃないかなと思うんですが｡無理じゃないかなというのは､これ以外の例外はない

んじゃないかというような感じだと思うんですけど｡そこは今のところは､まだ深い議論はして

ないのですが､憲法のほうがそういうものを禁止しているかどうかというのが大きいんだろうと

思います｡

地方自治法の中で､幾つかの規定がこれまでも何回もあって､何回も改正されてきましたけれ

ども､地方自治法の改正の場合に､根拠になるのはいつも新しい改正が憲法に合っているかどう

かという問題が出てくるんです｡だから1988年に､突然休日に関する地方自治法4条の2の

規定が出て､沖縄の慰霊の目がなくなるという話があったときも､しかしこれはおかしいんじゃ

ないか､憲法の地方自治の本旨に反するんじゃないかということで､結局､追加規定で特別なも

のを置いたわけです｡特別な規定で､今､こういう場合は例外として置かれるということが地方

自治法の中に規定されました｡そういうふうな形態になるんじゃないかなと思います､1つの考

え方として｡

それが､県民の総意であるという沖縄の自治州基本法､こういったものがすんなり敵蘇しない

形で､地方自治法と並立するという状況と､それじゃなくて､地方自治法の中に例外規定のよう

なものを認めるものを置かれているような状況とのどちらをとるかですね｡ただ､そうなると地

方自治法の認めている例外なので､地方自治法の枠内ということになるのかもしれませんけれど

も｡
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全く地方自治法が適用されない部分というのと､地方自治法から除外される部分と､でも基本

は地方自治法に沿っているという部分とがあると思うんです｡

要するに､地方自治法の中における各種の委員会とか､あるいは住民の選挙権の問題とか､あ

るいは条例の制定改廃の請求とか､あるいは監査の請求とか､住民訴訟とかは､これは今の地方

自治法にあるものをおそらく適用されると思うんです｡そういう例外的な部分を今の憲法の枠内

で､沖縄のその地方自治法が適用されない部分として新しく置く｡そういう併存できるものだと

思うんです｡地方自治法が全く触れないということじゃなくて､地方自治法の中の適用されるも

のもあるし､そうじゃないものもある､こういう形だと思います｡

○島袋純氏 僕のイメージからすれば､ただ沖縄振興開発特別措置法というものは､基本的に

沖縄の振興開発に関わるいろんな法律の集合体なんですけれども､これつくるときに､基本的に

1つ1つの税法ですとか､地方税法ですとか､いろんな税の免税措置とかいろんなのがあります

ので､すべての省庁に関わるいろんな法律を一個一個吟味--･

(テープ替え)

--する､その省庁の､例えば国庫補助負担法､いろんな法があると思いますが､それを1個1個吟味し

ながら､そして､その関連法を一括して改正するような作業がどうしても必要になると思います｡

もしかして､その沖縄の特別自治法に対して､これは憲法上､地方自治法上､法論理的にはおそらく可

能性は高いと思うんですけれども､問題は､この新しい特別法が､政治的正当性をもって国会で承認され

るかどうかといったところが問題で､それは何かしら大きな理念ですとか､大きな政治的な流れというの

がどうしても必要になるとは思います｡

その文脈にのった､例え一事中縄振興開発特別措置法だって､沖縄だけに特別な法律を認めていくわけで

すから､復帰の格差是正という大きな理念､そういったものに基づいて一個一個の法律をみんな中央官僚

が納得して変えていったという歴史的経緯があると思いますので､沖縄の特別な自治法をつくるときは､

おそらく具体的な法律を国会で審議する過程に上ったときは､各省庁のすべての沖縄振興開発特別措置法

をつくったのと同じようなプロセスをやっていかないといけない｡その中で､沖縄に特別自治法が必要な

基本的な理念というものを､中央省庁､各官僚､それから国会の中枢に本当に理解してもらえるか｡共通

の理解として勝ち得ることができるか､そこが非常に大きな､具体的な作業になっていくのではないかな

と思います｡その中では､基本的にいろんな理念ですとか､いろんな経緯ですとか､いろんな説明をする

道具立てというのはどうしても必要になっていくのではないかなというふうにイメージしていますが｡

○徳田博人氏 多分､どうやって官僚を説得するかというお話ですけれども､幾つかレベルがあるかと

思っています｡例えば憲法で明記された自治体の機関は､首長を置きなさいとか､組織をつくりなさいと

大枠を書いてあるんですけれども､地方自治法は非常に細かく自治の組織のあり方を書いてあるんです｡

その中にあって､町村に関しては､それほど人がいない場合には議会を置かなくてもよくて､有権者の

総会でいいといって (自治法94条)､ある程度組織のあり方に関しては､各自治体が独自で定めても可能な

部分があるんです｡つまり､国民の権利とか義務とかに直接関わってこない､財政に関わってこない､自

治体だけでできるのは､本来自治が組織のあり方とか議会のあり方とか､規模とか決めていいはずなのに､

地方自治法が非常にがんじがらめにつくっている部分があって､この点に関しては､本来だったら各自治

体でつくってもよいのでは､組織に関しては｡国会の立法原則として個々の組織に関しては､自治体を尊

重しても問題は無いだろう｡これに関しては､特例法とかいろいろつくらなくても自治法の改正レベルに

できるような気がします｡

いわんや今､道州制とか市町村合併論とかがあって､都道府県と市町村といった二層性について憲法上

当然と思われていたのでさえ､法律で改正する動きがあるわけですから､それよりも小さい範囲のものに

関しては､自治法上改正できないというのはおかしいという論理が成り立ち得るでしょうから､この部分

に関しては案外簡単に受けられてくれるかもしれません｡
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もう1点の､お金に関するとか財政とかそういうものに関しては､多分､島袋さんがおっしゃったよう

な手川副こなると思います｡

○島袋純氏 はい､ありがとうございました｡

では､翁長さんo

O省長健治氏 地方自治法を超え､憲法95条にのみ拘束される法律というのは国家統治の基礎を打ち壊す前

例になりますので､おそらく日本の官僚が忌み嫌うアプローチだと思います｡視野の狭い私なりの状況判断では

ありますが､沖縄振興特別措置法のように､経済に関するとか､税の減免とかいうぐらいのものは沖縄に許しても

いい｡しかし国の根幹を変えるような沖縄自治法､自治州特別基本法みたいなものを､国は絶対に認めないと思

います｡例え提出まで漕ぎ着けたとしても､骨抜きになり､結末は似ても似つかないモノに変身する｡結局のとこ

ろ､グループ1が構想する､｢地方自治法の傘の内での最大限の基本条例｣のアプローチが現実的であると､思

われます｡つまり歴史的悲願が､この度も日の目を見ないことになります｡

結論を急ぐとすると､沖縄の側に歴然とした立法審査請求権があるという法的な根拠を研究し､政治運動に展

開することでないと､自治州基本法の立法実現の可能性は皆無に近いと思われます｡

｢立法請求権が沖縄にあるという法的な根拠の研究｣すると言う発想は､2週間前の自治会館における本研究

会のシンポジウムで､思いつきでフロアーから発言しました｡日本国による沖縄統治の政治的プロセスが､憲法

の下で正当性があるか､さらには民主主義世界の政治的･哲学的な潮流において､正当性があるのかを､厳格

に検証すなかで､｢立法請求権が沖縄にはある｣という展望が開けるはずだ､という問題意識です｡

島袋先生は､ピープルという枕念があるというふうにおっしゃっていました｡大きな力を与えてくれる哲学だろう

と思います｡沖縄県民がピープル圏を形成していること立証する研究が先行することになります｡このような普遍

的な政治思想を盾に､法務官僚に迫るという､法理論闘争を世界をまたに展開する必要があります｡東京サイド

は､国際展開を回避し､ローカルな問題に押し込めようとするからです｡

地方自治法が制定されたときに､沖縄県民は代表を出してない｡沖縄復帰特別措置法制定のとき､県民の権

利､財産に重大な影響を与える内容であるにもかかわらず､県民投票による県民一人一人の承諾を回避してい

るOこれは重大な政治的戦痕であります｡

この｢重大な政治的軍疲｣について沖縄県民は声を上げてこなかった､という歴史的事実も厳然として存在し

ています｡その理由を沖縄県民は総括すべき時期に到来していると考えます｡沖縄の統治には､日本も沖縄も

非常に恩恵を受けているですが､｢日本と沖縄には是正を保留してきた法的顎庇｣が存在していることを､あから

さまにし､認知することが必要です｡

実はこの｢日本と沖縄には是正を保留してきた法的噸庇｣が一転して､｢立法請求権が沖縄にあるという法的な

根拠｣に結びつくのです｡

○島袋托氏 わかりました｡これは､今の話を私なりに解釈しますと､これグループG3の議論なんで

す｡これは憲法の枠を基本的に超えていて､統治の基本的な主体はだれなのか､主権とはどういうふうな

ものなのか､そこの議論をG3の中では綿密にやっておかない限り､日本の基本的な国家の構成を違えて

変えていくという話なんで､EUというのも､実際の各国の憲法の改正まで含むような非常に重要な問題

で､今の議論は､基本的に沖縄がそもそも主権もしくは主権に近い高度な自治権というものがあるという

のが想定で､それを法的にどう立証できるか､G3のときは必ず必要になります｡絶対に必要になる議論

なんで､グループ3においては､これが前提になければ話が進まない議論｡

それを擁して､実を言うとG2､憲法95条による特別自治法というのは､これは基本的に現行の憲法の

制度の枠の中で､その手続きを利用してやろうということなんで､その制度にグループ3の主権をもつ､

主権に近いような高度な自治権をもつ自治体､統治体をもてるという､その法的根拠を前面に出しながら､

落としどころとして95条のレベルを勝ち取っていくという戦略論になるというふうに聞こえるわけです｡

ですから､最初からそれでもしいって､ようやく憲法95条に基づく特別自治法､このレベルが妥協案と
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して勝ち取ることができるのか､できるというそういった戦略でいくのか､それともそういったことを前

提にせずに､今の憲法の論議上の中で､基本的に沖縄は主権も本当はもてるんですよというのを､法的に

立証することなく攻めていくべきなのかという議論の分かれ目になると思います｡

だから､翁長さんの話は､どうしても沖縄は本当は自分たちで主権をもち得る､主権に近いような高度

の自治権をもち得る存在であるということの法的立証､これがない限り95条に基づく特別な法も到達でき

ないという､そういう議論だったと思いますが｡

これに関しては､G2ではどういう発想､考えがありましたか｡そういう発想は基本的に議論されてい

ないですよね｡

○高良鉄美氏 G2では､今の問題は基本的な議論がされていないものです｡というのは､主権という

問題がG2の範囲の問題じゃなくて､G3の範囲だということです｡G2の範囲というのは､憲法の地方

自治の大きさがどこまで射程範囲として許すかどうか｡G3の考え方を自治権としてとらえていくのが､

G2の考え方なんです｡だから､憲法の枠内と言っているけれども､その憲法で言っている自治というの

は､もっと大きい自治であって､地方自治法が小さい自治を制定していると｡だから､特別な､自治権と

いうのはもっと大きいものであって､という意味合いで､沖縄自治州基本法という特別法を考えたわけで

す｡

だから､今の全体的な考え方でいうと､やっぱり根拠というのは自治権に対しても主権に対しても､歴

史的なものとか､法的なものも含めて､どちらにしても､強く出さないといけないと思います｡

そこの部分というのは､まだ自治権の範囲でも憲法の中ではどこまでできるかという議論はありました

けれども､G2にはピープルという枕念を持ち出してきてないものですからね｡そこまでの国際的な主権

というような形での問題までは議論してないんです｡

ただ､やっぱり憲法の中で言っている地方自治といったときには､本当に日本全国､こういうものの中

でやれと言っているのかどうかというのは､もっと議論の余地はあると思います｡そして､沖縄が復帰を

して日本国になった根拠というのも､いろいろ確かにあると思うんですけれども､建議書とかいろんな形

式の文書があって､これらの文書は法的な効力がどこまであるかは別にして､かなり復帰の意思というの

は表明されてきて,復帰運動においてもまさに多くの復帰関連の文書の中の決議書とか､そこにたくさん

復帰を選ぶ形が入っていますよね｡

それに比べると､ハワイというのは復帰決議書みたいなものは全然入ってないんです｡もともと共和国

で､勝手に合衆国議会が併合決議をしてしまった｡いつの間にか､何かの手続きの中で､そういうものが

飛んで､何で州になっているのというのが､今も実はハワイのほうではある感じなんです｡州になる手続

きは踏んだんでしょうけど､向こうは1959年ですか､随分遅いですよね｡沖縄の復帰と比べるとハワイの

もともとの原住民の意思というとどうなんですかね｡

ですから､そういう根拠をいったら､むしろ､合衆国に入る根拠というのと比べると､もっとハワイと

かのほうが､原住民の意思という意味では薄く､沖縄のほうはまだもう少しはっきりしているのかなと｡

過去のいろんな文書を見るとですよ｡と思いますけれども｡

G2ではそこまでしか議論していません｡

○島袋托氏 徳田さんから｡

○徳田博人氏 僕は質問という形でよろしいですか｡

○島袋鈍氏 いや､答えてくれるのかと｡

○徳田博人氏 先はどの､翁長さんの指摘に､説得的な点もあり､今度は翁長さんの方向から､質問し

てみたいと思います｡

先はどのG2の立場で言うと,西尾案とか､道州制の動向を意識している｡そういういろんな流れがあ

る中で､沖縄はだからこそ自治基本条例を制定してかつ憲法95条を適用して､基本法案でいきなさいとい

うわけですよね｡そうすると､ほかのところは道州制をめぐる一般的な改革の流れでいくのに､なセラ中縄
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だけ憲法95条が適用され特別法でいくのか問われると思うのです｡つまり､憲法95条が適用されるべき特

別な状況とか､根拠があるから憲法95条でいくんだという論理が必要になると思うのです｡

先ほど言った､翁長さんのでいうと､保留部分があって､項庇論とかいろんな根拠を言っていましたけ

れども､これでいくかどうかは別にして､憲法95条でいかないといけないんだという理論的な根拠があっ

て､憲法95条なわけです｡そこを詰めるという意味でいうと､翁長さんの問題提起というのは､重要な指

摘を含んでいるように思われます｡つまり理論的な根拠はどっちみち示さないといけないだろうと思うの

です｡特別に憲法95条は沖縄だけは適用すべきだという､そこの議論は詰めておかないと､いろいろ問題

が出てくる可能性があるような気がしますね｡以上の点をちょっと教えていただきたいと思っているんで

すが｡

○島袋純氏 そうですよね｡だから､何で沖縄だけ特別な法律を適用しないといけないのかということ

が｡これ先ほどいらした曽根さんと県庁の職員との間での勉強会の中でも､非常に問題となって､基本的

に､ピープルとかマイノリティとか､いろんなそういった概念装置をもってこないと､実を言うと95条で

特別沖縄だけ何かしらをやるという､説明になり得ないんです｡

ですから､それをどこまで明確にできるかというときに､どういうやり方があるかというときに､歴史

的な特異性とか､今まで沖縄でいろいろやってきたような､いろいろ主張してきたような問題､そのレベ

ルで押し留めておくべきなのか､それとも徹底的にやるのか｡そもそも主権を構成し得る人民であるとい

う理論までもってくるのかどうなのか｡

G3の話は､基本的に､そもそも我々は､本当は､元来は､今の視線でいけば､主権国家を構成し得る

人民であると｡そこまでもってこないと､そこに論拠を置かないと､G3の議論は成り立たない｡だから､

これを根拠に基本的にやっていきましょうと｡

憲法95条の場合は､議論なかったということだったんですけれども､基本的にそれを根幹に据えて95条

をもっていこうという話で合意を得てない段階なんです｡ですから､もしこの中で､我々の中で､憲法95

条特別もってくる､特別な論拠として､G3が主張していたような､我々は本来､そもそも自由に自分た

ちで当地の基本的な内容を決めていい､そういった権利を沖縄の人々は持っているんだと｡にもかかわら

ず､いろんな歴史的経緯でそれを奪われてきた｡それが沖縄の歴史の過程であるという合意､この合意が

なされて､それに基づいて95条というものが使われるべきだろうという合意ができれば､その合意のもと

に､個別具体的な法律､それからその法律がいろいろつくられてきた経緯を､逆にするような形で､取ら

れてきた権利を奪い返すような形で､いろんな法的な問題を吟味して､再構成していくということは可能

じゃないかなというふうに思います｡

ですから､今の言った議論であれは 逆にG3の議論とG2の議論が合体するという統合案になるわけ

です｡それを前提として､G2の話を進めていくというのが1つの方向性だと思いますが｡

ただし､この議論は相当な法律的な精査と､あるいは政治 ･哲学的な深い探求と非常に大変な作業にな

るということはもう目に見えているわけです｡特に､憲法学者は大変です｡だと思うんですが｡

○佐藤学氏 佐藤と申します｡ここの場では､G2で出したものを､どのようにして実現していくかの

プロセスが課題であると思います｡

例えば､先はどの話で言えば､四国で何でいけないかとか､北海道だって四国だってやりたい人がいれ

ばやればいいと私はいつも思っておりますが､たまたま今､私は沖縄にいて､皆さんは沖縄でやっていく

中で､沖縄として何が訴えられるのか､何を論拠にできるのかという話になるのだろうと思うのです｡だ

からこれは､プロセスの上で何を論拠にしていくかという話になるので､G2では考えられなかったとい

うことではないと思います｡提案をする上での役割というのは､どこまで法的な､あるいは制度の枠組み

を考えるかということであった｡その先をどうするかというところは､制度を超えるということを､G2

の方々は考えられたのだろうと思っています｡

今､島袋さんおっしゃったように､G3の場合には､むしろ制度を超えることを前面に押し出さないと
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作業ができないということがあった｡ですから､この場でどういうふうにするのか｡これからの何回かの

話し合い､ワークショップをして議論をしていく中で､実際にどのような形でこれを推進するのか｡仮に

G2案を中心にしていくとして､どのようにしてその内容を詰めていくかと､それをどのように具体的に

実現させる方策があるのか｡今日の第1回目はそうしたことを話し合うはずですが､プロセスに関わる部

分をどこまで考えるか､どこまで議論の対象としていくかは､今､考えたほうが良いのでは?

確かに､翁長さんがおっしゃったように､これ相当ちゃんとした制度をつくっても､現実的にどうかと

いう議論が絶対出てくる､正当な指摘だと思います｡それを構想論の中で考えるべきなのか､あるいはこ

れからの6回の中では､そこまでは踏み込まないのか､それは合意を得た方が良さそうです｡G2とG3

と合体するということであれば､G3のピープルの概念であるとか､あるいは何が根拠かというところを

もう一度議論して､それを前提としてやっていく｡あるいはそれをプロセスの基礎としてやっていくので

あれば､そこの議論に時間をかけないといけないだろうという気がします｡

○島袋托氏 学さんの意見ちょっとまとめたいんで｡実を言うと､こういった地域特別法を用いるのは､

アメリカの例えばシティ･チャーターが､別に民族性とか何とか関係なしに､自分たちで組織の基本原理

をつくることができるという原則のもとに､もしある地域が､沖縄だけじゃなくて､東北でもどこでも､

手を挙げて､先ほどシティ･チャーターの話､手を挙げて､自分たちの特別法を､自分たちの地域の特別

法を､自治の基本法を､自分たちでつくりたいんだと､手を挙げさえして､自分たちで発案すれば､基本

的に全国どこでも適用されるようなものとして考えていくのか｡だから､一国多制度になっていくわけで

す､一国多制度｡沖縄だけ認めるんじゃなくて､全国どこでも自分たちで発案すれば,憲法95条を利用し

て､バラバラな制度を､画一制度じゃなくてバラバラの道州､それぞれの道州というのをつくれるんだと

いう発想のもとに､その一環として沖縄が先駆け的にやるという発想と､それともう1つ､G3の議論は

全く沖絶だけは本当に日本のはかのところと違って､そもそも本当は､現在のレベルでの発想で言えば､

主権国家というものをつくり得る可能性があると｡にもかかわらず､現在ではそうなっていないから､そ

れに基づいて特別沖縄だけ､主権国家に近いような権限を与えろと､返せと言っているわけです｡確かこ

れ議論が違うわけです｡この議論の違いがある｡

基本的には､その前者の､アメリカでどこの市でも､自分たちの組織の基本法はつくって､州にのせれ

ば特別法がつくれるという仕組みの一環で沖縄も考えるのか､あるいはG3的な発想で､基本的に沖縄だ

けは特別な別な枠で考えないといけないぞということで､もってくるのか｡この二つを整理して､どっち

かに決めないといけないという話です｡

○玉城和宏氏 那覇から来ました玉城といいます｡前回も出席いたしました｡

私はG2の試案に賛成です｡そのときにアクションプログラムが欲しいということをちょっとお願いし

ました｡基本的に､人が住んでいる､生活をしている地域というのはそれぞれ特殊性があるし､歴史性が

ある｡そういう状況を認めながら､憲法とか法律とかが効いてこないといけない｡本来､明治憲法は､原

則的に人をコントロールするためにつくられている｡だから､その解釈のもとというのは､法律以外のこ

と､ここに書いてあること以外のことをやっていけないという､そういう解釈になっている｡

よって､民主主義における理念とか､主権在民とかという基本的人権がないと思います｡関連して､政

治学者とか､それから憲法学者､いろんな学者の先生方のお話聞いていて､1つまどろっこしいのは､人

によっては､説明調の時など､全部条文に縛られている｡人間が本当に生きるって､どういうことなのか｡

そういう基本認識がまずあってしかるべきだろうと考えます｡解釈などの説明において､ここはこういう

法律だから､この法律に縛られて､あなたたちは請求権がありませんとか､そんな話を伺って､それで引

き下がるんですか｡

基本はそうじゃないでしょう｡ここにどういう生活､どういう未来をもっていきたいかという主体があ

って､希望があって､それを基本として話し合いをするのが本来のグループの話じゃないんですか｡誰々

の理論がどうのこうのって､私は専門家ではありませんから､聞きても理解できないだろうし､拘束的な
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話は聞きたくないです｡勿論､そうではなくて､少なくとも､手段として､また､それがアクションプロ

グラムの途中として､機能するのであれば､大いに結構です｡

その束縛､つまり､官僚の言いなりの束縛のままに､その内容を全部機能させていこうという､そうい

うふうな主体性のないような話であれば､これはもともとついえて消える話でありまして､もう聞くに値

しない｡

そうじゃなくて､県民はここで何をしているか｡つまり､沖純に住んでいる生命体として､地域環境と

連関している生命体として､過去から未来に向かって我々は生きているわけです｡生活にかかわる､お金

を含めたエネルギーはもちろん本土からも来ているし､アメリカの基地という抑圧されたところからも来

ているし､アジアからも来ている｡そういう中で､沖縄の置かれている全体像を見ながら､我々が沖縄の

デザインを､グランドデザインを主権在民という立場でやれるというのは､こんなチャンスはまたとない

わけです｡それをどのような感じで見るか｡例えば重要な項目の一つに憲法があります｡日本国憲法の理

念というのは､私達人間がよりよく生活するために､歴史上いろんな戦争とか､また､何がしかの抑圧を

受けながら､勝ち得た結果じゃないですか､あれは｡

日本国憲法は､アメリカからの押しつけだからという､理念を抜きにした余分な話を言い出す人もいま

すけれども｡それは､そういう一部の人たちが自分たちの都合のいいように国民をコントロールしようと

いう､あるいはマインドコントロールしようという､そういう発想のもとにやっているんじゃないでしょ

うか｡だから､そのあたりの原点に戻ってはしいです｡やはり沖縄の住民が､主体性をもって､どのよう

な将来を希望し､どういうものを勝ち得て､どういうふうな歴史的な正当性があってとか､関連するもの

をどんどん出していって欲しいと思います｡

だから､島袋さんが一番最初に言ったじゃないですか｡単にGl､G2､G3と切り分けするんじゃな

くて､それは一過程､プロセスとして､融合のプロセスとしてあるんだと｡だから､直接ボンと切ります

よと､こんな話はこれで切りますよという束縛を設けるんじゃなくて､さらに発展させるというのが本筋

だと考えます｡

本来､生きているということを誇示しながら､なぜどのように我々は生きていて､エネルギーはどこか

ら来ていて､現在の束縛はどのくらいあって､その束縛の悪いところはどういうところであると｡また､

将来どういうふうにそれが変わりつつあると｡道州制もその中の1つですよね｡そういうふうな視野を､

やはりもってほしいと思いますね｡

やはり生活を主題にした議論の流れにたいし､横からの束縛条件である憲法であるとか､法律であると

か､それは二の次､三の次で結構です｡それは最終的拘束手段です｡我々がどのように生きていくかとい

う､生物としてどのように生きていくか､将来生きていくためのお金があるのかどうなのか｡基地をその

まま放っておいていいのかどうなのか｡議論は全部リンクしています｡そのへんをやはり学者の先生方に

は､ぜひお願いしたい｡

根源に戻って､人間という主体性､それに戻って､実際のディスカッションをしてはしいと思います｡

○島袋鈍氏 糸満さん｡

○糸満氏 糸満というものです｡これまでのご発言を拝聴しまして､私も同じような意見になったかも

しれませんが､要は､きょうの会合のねらいは､手元のプリントによりましたら､沖縄自治州基本法とい

うものが出ておりますけれども､やっぱり自治権の拡大というのが大きなねらいだと､私は捉えておりま

す｡その法的な根拠は何かというのも､先はどいろいろご説明等ありましたので､大体理解をしているつ

もりです｡

ところで､沖縄は自治権というものが本当にあるのか｡あるとしても､おそらく全国平均以下だと思い

ます｡相当きつい､あるいは乏しい自治権じゃないかなと思います｡その私たち住んでいる沖縄が､そう

いう非常に劣悪な自治権しか与えられていないこの沖縄が､日本全体の平均以上に自治権を勝ち取ろうと

いうのが､きょうのご発言等､いろいろ出ていたと思いますけれども0
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さて､その前に､いろいろクリアしなければいけない問題があると｡私は､基本的には､沖縄の自治権

がもっともっと拡大をして､声を大きくして叫ぶべきだと思います｡今のままでは､本当に情けない｡こ

の間の沖国大のヘリコプターの墜落など､私も翌日現場に行きましたけれども､通さない｡散歩したい道

だけれども､通さないというふうなことを目の前にしまして､そういう個人的なあれもありますが､大変

だなと､沖縄は｡そういう沖縄が､今こうした議論をやっておりますから､これぜひ一歩でも県民の賛成

を得るように､取り組みをお願いしたいなと思いますが｡

今のご発言のところの中にも､戦略的な面と､それから法的な整備という話もありました｡2つともク

リアすべき､大変重要な問題だと思いますけれども､私たちの取り組みいかんによっては､ちょっときざ

な言い方ですけれども､山をも勤かすということじゃないかなと思いますけれども｡

そこで､私は､いわゆる戦略的なことはさておいて､内容的なもので､より厳しいなと思うのは､沖縄

がそういう道州制のもとで､例えば,このプリントにもありますように､これまでのいきさつがあまりわ

かりませんから､ちょっと発言にピント違いな発言もあると思いますが､この沖縄自治州は､広範な立法

権､行政権､司法権､外交権を有すると､国との関係で出ております､7ページの上のはうに｡これを読

んだときでも､大変なことだなと｡外交権､これはどこの国でも､その国がもっている､いわば主権の1

つの内容だと思いますけれども､それを私たちは取りましょう､持ちましょうということですね｡

さらにもう1つは､この沖縄自治省の自治法である州条例は､国の法令のうち､少なくとも行政機関が

制定する各種命令､これは先ほど司会の島袋先生も､例えば政令､省令の話がありますが､それよりも優

位でなければならない｡国の法令のうちというのは法律を指すと思います｡その政令､省令よりも上に置

きましょうと｡こういうことを､内容的には､これだけでももう国を動かすことできるかなという問題｡

細かいことを言ったら時間がありませんので､ちょっと簡潔に申し上げます｡財政のところにも､②に､

日本の平均的な地域の公共施設額と同じ水準を保証するものとして一括交付金の交付｡沖縄特殊事情に配

慮した沖縄独自の財政基金への充当等々､ありますね｡

これは現実の沖縄を見ましたら､もうもう言葉で言いあらわせないはどの大変さを想像します､これだ

けでも｡といって私は､自治権の拡大というテーマが大きなテーマといいますか､あるいはねらいといい

ますか､目的ですので､それを一歩でも実現に近づくためには､やはり､私たち一人一人の意識も必要だ

と思うし､そういう意味で､この財政の問題､果たしてそれが机上の空論に終わらないようにするために

は､ここにいらっしゃる先生方､大学の先生方はじめとして､有識者の皆さんが､それを一歩でも､その

実現へ近づくためには､法的な整備はどうなのかというのを､やはりお示し願えればいいんじゃないかな

と思います｡

私も含めて､一般の庶民といいますか､市民は､これはどうしてもそういうことを押しつけられると､

あるいは見せつけられると､ああもうだめだというふうになります｡ですから､これは学者の単なる机上

の空論に過ぎないなというふうに思う人がたくさん出てくると思います｡

ですから､それを本当に取り組みをするという､本当に心から叫びたいんだったら､県民の味方をどん

どん増やさなければいけない｡そういうふうなプロセスを､例えば法的な整備で､中央省庁の官僚にも立

ち向かうだけのそういった法的な整備等を示していただければ､非常にすぼらしいなというふうに思って､

ちょっと的外れな発言かもしれませんが､感想みたいなことを申し上げます｡

どうもありがとうございました｡

○島袋托氏 基本的に､我々が最初に自治基本条例の市町村のモデル条例をつくったんですが､沖縄の

自治体はどうあるべきなのか､まず､そもそも何でこういった条例をつくる必要があるのか｡一番重要な

基本的な理念の部分に関しましては､前文のところでかなり綿密な議論をして､我々の生活の中から生み

出される自治の基本的な理念､これを共有していこうということで､実を言うと､かなり議論しました｡

それと同時に､実をいうと個々の項目の中に､この議論をどんどん突き詰めていけば､何で自治体でこ

ういった条例が､条文が必要なのか｡環境権のことを､例えば議論したときに､本当に自治体は環境にど
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ういう役割を果たすべきなのか｡要するに､自治とは基本的に何なのかということまで突き詰めるような

議論をやっていかざるを得なくなっていくんです｡

ですから､既に具体的な手続きとか法律の文言だけ気にされているということでしたが､実を言うと､

1つ1つの項目をどんどん洗い流していく中で､いろんな議論が深化して､自治権とはそもそも何なのか､

自治体とは何なのか､あるいは政府とは何なのか,そういった議論まで最終的にはやらざるを得なくなっ

てくる｡ですから､何回も何回も話している間に､自治基本条例のモデル条例をつくっていく中で､実を

言うと､我々が何が本当に必要で､何がどういう生活というのを我々は考えているのかというのが出てく

るんです｡

ですから､最初に法律がちゃがちゃと固めて､それに条文あてはめていくという作業ではなくて､下か

ら積み上げていく作業をしますので､その中でこれは出てこざるを得ない｡これは自治基本条例の､市町

村モデル条例の中では､1年かけてワークショップやったんです｡全部報告書ありますので｡すごい長い

間議論を通じて､そもそも自治とは何か､そもそも ｢ごみとは何か｣から､｢芥である｣でしたか､そこま

でいろいろ議論をしていってやってきたんで､そこは議論が進化するに従って､逆に出てくる､どんどん

出てくるような議論じやないかなと思います｡

それで､あとは､この研究会の基本的な目的は､最初から3年計画で､3年で-たん一段落しようとい

う話だったんです｡最初の1年半で市町村のモデル条例つくろうと｡市町村の自治って､基本的に市町村

の自治を基盤として､自治をどう拡大していくかという発想です｡自治をどう自分たちで再構成して､本

当に自分たちのものにしていくか｡そのためにはまず市町村の自治を見ていくことが必要であるというこ

とで､市町村の議論を1年半かけてやりました｡それから､今度､県レベルという話で進んでいるわけで

す｡

それで､-たんは3月いっぱいで､一番最初の設立のときの約束なんで､来年の3月､この6回の審議

を経て､-たん終わるわけです｡終了するわけですが､そのときに､今後どういうふうな研究会を重ねて

いくのか､また､さらに1年かけて､県民を巻き込んだ上で､さらにこういうことをしていこうというこ

とで､いろんな研究会を企画する､どうするかと｡

実を言うと､この研究グループの中でも､参加者皆さんが､主体的に関わっていただいて､意見言って

いただいて､つくっていくしかない｡最初の約束は､今度の3月で終わりということになっていますので､

その発案が出てきて､今､議論された方々が､こうやろう､こうやろうということを意見言っていかない

と､実は次がないんです｡来年の4月からの計画ないんです｡来年の4月からの計画がないんです｡

ですから､それもこの議論を通して､いやまださらに議論が必要がある､さらにこういう役割をこの研

究会はもっていかないといけない｡そういうことで発展させていかないと､実を言うと､この研究は続か

ない｡だから､そういった意味で､単に傍観者として意見言って終わりじゃなくて､本当に研究会を動か

していく主体として参加していただきたいというのがあったわけです｡本当に拘束はしてないんですけど､

主体的な意識をもって､自分がこうしたいということを研究会で意見言って､皆さんで合意得て､みんな

がやろうということで合意得なければ､次動かないという､そういうシステムになっています｡

きょうの話で､そろそろ方向性を決めたいんですが､先はどの案､基本的にG2の議論を土台とすると

いう方向で､今､合意がだんだん得られそうな雰囲気ではあるんですが､もう1つ､重要な論拠として､

基本的に我々の生活の中から本当に積み上げていくような自治のあり方でないといけないだろうという議

論と､それから､歴史的に振り返って､沖縄の主体性を失っていった歴史を逆算するように､法的な根拠

というものをもう一度取り返していくというような立証の､法的な立証の問題｡それと､現行の枠のほう

の中で､基本的にどうやったら憲法を最大限に生かせるかという枠組みの中で､再構成できるという議論

ありましたが､今の中では､これは基本的に憲法95条を原則として置こうという中で､議論の積み重ねに

よって､今後､どういう方向でやっぱりいかないといけないということが出てくるんじゃないかなという

イメージが今してきたんですが｡
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いかがですか､最初からこれはG3はG3､これ私の持論なんで､生涯かけてこつこつと､沖純のEU

型の連邦制についての議論というのは言及させていきますが､とりあえずこの半年で我々が出す成果とし

て､G2の意見に基づいて､法的な根拠､それからどういったレベルの理念から積み上がっていくかとい

う議論に関しましては､議論の積み重ねの中でまた新たに方向を見出していこう､あるいは実質化してい

こうと｡具体化､血肉化していこうということです｡これは今できるんじゃないかなというイメージなん

ですが､どんなですか｡

○難波田到吾氏 ちょっと聞いていて､よくわからないのが､Glの場合は､法律の枠内ではあるけ

れども､県議会で条例を定めて決めるという形になると思うんです｡G2の場合､例えは 沖縄自治基本

法を定めて､実際運用して､このへんちょっと改正したいなというときには､これまた国会で議決が必要

になるわけですね｡

○島袋托氏 はい｡

○難波田到吾氏 つまり､法律の適用を除外する､例外規定を設けるということは､法律で定めるより

ないわけですけれども､例えは 沖縄自治州と市町村の関係であるとか､沖絶Jllの統治機構､このあたり

のことを法律で定めるということになると､実際､沖縄の中の意思でこれを変えていくときに､一々この

日本全体の国会を通さなければいけない｡こういう欠点があるんじゃないかなと｡

ちょっと僕も詳しいことはわかりませんけれども､その適用除外は法律で定めると｡沖細川の中身のこ

とについては､県謎会で決めることができる､沖縄の自治基本条例､そういった形で考えたほうがいいん

じゃないかなという気が､今したんですけれども｡

○島袋耗氏 これは個別の具体的な構成の仕方でできていくことだと思うんですが､基本的に､今､会

場からの話を聞いていますと､基本的に原則G2の憲法95条､この枠組みが大前提で議論を進めていくと

いうよりも､やっぱり沖縄の自治の必要性に応じて､基本的に我々はどういう自治が必要なのかというこ

とを､議論を進めていくと｡

G2というと､憲法95条なのか､あるいはその枠を飛んでいくのか､あるいはその枠の中でおさまって

いくのか｡基本的にG2というのをイメージしながらも､我々の必要性に応じて､こういったことが必要

であろうという議論を原則として進めていくと｡

イメージとしては､憲法95条に基づく特別ないろんな制度の枠組みということを想定せざるを得ないで

すけれども､基本的にそういったことよりも柔軟に､沖縄の今､自治が何が必要であるのかということを

根本的に考えながら､議論を進めていくという合意が一番いいんじゃないかなと思うんですけれども､い

かがですか｡

○徳田博人氏 島袋先生の意見に賛成です｡この点と先ほどの質問に関連して､簡単にコメントさせて

頂きたいと思います｡

島袋先生が指摘されたように､沖縄の自治の方向性が決まったら､あとは､法律で一言書けばいいわけ

です｡各自治体の議会及び首長のあり方等については､条例で定める､と｡法律によって､各自治体に包

括的に委任すれば､細かなことについては法律改正しないで済むようにする訳ですね｡つまり､自治体の

法制度設計の裁量を広く認めるようにするわけです｡そういった目配りをすることで､今､議論の中で､

危倶していたことは技術的に処理することができると思います｡

この点は､環境法関連の法制度の中で､環境基準の具体的な設定を条例に委ねるという委任条例の例が

ありますが､その応用を試みると言ってもよいでしょう｡

○島袋托氏 どうもありがとうございます｡

屋嘉比さん､お願いします｡

○屋嘉比丘 屋嘉比と申します｡ちょっと途中で申しわけありません｡議論の流れがわかりにくかった

んですが､ちょっと感想を述べさせてください｡

16日のシンポジウムが､僕にとっては衝撃的でしたのは､例えば､70年以降にいろんな形の自立論があ

-190-



った｡これは仲地先生の報告書の中にもありますが｡そのときには､例えば､思想とかあるいは運動とか､

政治とかというところに､さ一つと流れていったわけです｡それが今回のプロジェクトというのは､非常

に法的な枠組みを1つずつ詰めていこうという作業がなされて､選択肢が従来のものと､もっと広い形の

選択肢の提起があったんだと思うんです｡そこが､これまでの自立論と大きく違っている点--･｡

これは､例えばこの研究会が何か1つの案を示して､世論を誘導するという､多分それは政党とか政治

団体がやるわけですが､この研究会自体がやるというのは､多様な選択肢をやはり出すということが多分

重要なんだろうと思うんです｡そのときに､やはり1つ1つ､現在の政治状況がこうだからできないんだ

とかということではなしに,そういう条例､あるいは憲法の枠内でも,詰めていく作業をやることがやは

り重要ではないか｡

これはちょっと自分自身も反省するんですが､沖縄はすぐ基地があるから自立ができないんだというふ

うに言うわけですが､基地と自立の間にはグレーゾーンがたくさんあるわけです｡その詰めをやはり我々

はやらなかった､我々というか､僕自身がやっぱりやってこなかったという反省が非常にあるんです｡そ

ういうことを1つずつやっぱり議論を積み重ねていくという作業が､非常に重要だというふうに考えます｡

したがって､今､島袋さんが出されたように､自治の下のほうからの積み重ねと､あるいは近代におい

て歴史的に失われたものをまた再獲得していくという問題､そして､今の憲法の枠内でどういうふうなこ

とが考えられるかということを､やっぱり詰めていく作業が本当に重要だなと思って､それで非常に僕な

んか触発されたということです｡

○高良鉄夫氏 G2のほうの提案をした立場から言うと､G2の文言にあんまりとらわれる必要はない

んです｡これは1つの議論のたたき台で､これからまずいものが出てくればどんどん議論するわけです｡

まだこれ法律になっているわけでもなんでもないわけで､我々の中でたたきましょうということなんです｡

そして､今言ったように不都合があれば､それはその範期でどういうふうな対策ができるか､どういう変

換ができるか｡そして､さらに､もしかするとこれにあらわれてないものもあるわけです､抜けているも

のもあるかもしれない｡ということを､やっぱり積み上げていかないといけない｡その議論の中に､きょ

うのようなお話をさらに深めたのが､もっと出てくるんだと思うんです｡

G2のは､1つのたたき台というか､議論を集中させていくための項目を今挙げて､これはこういう発

想でどうかという提示なんです｡そうすると,いやこの発想についての議論とか､さらにこの部分じゃな

くてこういうふうに変えていくという中の理念なり､ないしは技術的なものなり､あるい雌歴史的なもの

なり､それぞれのいろんなご意見があるので､そういったバックグランドをもっていらっしゃる方が､こ

れは一応法律の形だけでばっとやられている部分と､それから議論の中で､人権論とかいろいろやってき

たわけですが,それ以外の視点というのをどんどん入れていただいて､それが隙間をきちんとカバーでき

るような､全体をカバーできるような､大きな自治州基本法といいますか､そういうものになれたらと思

っているわけです｡

そういう形で､きょうはむしろ､そういう問題点を少しずつ､切り口が幾つもあるんだということを､

いろいろご意見出されてよかったと思うし､これからもこういう議論でやっていっていいんじゃないかな

と思います｡

○島袋托氏 基本的に､G2というのはたたき台であって､いろんな議論をこれから今後みんなでやっ

ていって､それで詰めていって､最終的にやはり憲法の枠の中で､何かしら自治の組織を提案しようとい

うことであれば､最後に法律的な精査を加えていくということで､法の原案ができるかもしれない｡

もしそれがどうしても無理だと､我々はどうしても憲法の枠の中ではもうおさまらないんだということ

であれば､結果として､最初G2をたたき台にして議論を進めながら､G3､要するに憲法の枠を超える

ような制度を提案していくしかないだろうという議論にならざるを得ないと思うんです｡

ですから､最初にこのG2の議論をたたき台としながら､いや､こんなにいろいろ言うことないという

ことで､今の現行の自治法の中でおさまるような提案になるかもしれないし､それから､法律や憲法の枠
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を飛び越えるような提案にならざるを得なくなってくるかもしれないOこれは最終的に､また我々の議論

の中で話し合っていくということでよろしいんじゃないかなと思います｡そのほうが多様性､多元性､い

ろんなそれから､きょう出ました問題を踏まえた､取り入れた議論ができるんではないかなと思うんで､

そのように今､話をまとめて提案しているんですが､よろしいですかね｡

では､そういう方向で､G2の原案をたたき台にしながら､いろんな議論を積み重ねていくことによっ

て､さらに最終的に憲法の枠内で法的に精査しながら再提案していくか､あるいは新しい別の方法を考え

て､最終的な法的な帰結になるかということを想定しながら､話し合いし提案していくということでいき

たいと思います｡

それで､きょう､あと1時間弱ぐらいで決めたいことなんですが､基本的に進め方は､項目をG2がた

たき台になるということであれば､G2の項目を､前文から合わせますと8つの項目になっているんです

が､8つの項目を､それぞれ1人ずつフアシリテ一夕-をお願いして､そして､そのフアシリテ一夕-を

中心に､さらにここで出されました案を精査していただいて､こういう視点がさらに必要ではないか､こ

ういう直し方が必要ではないか､いろんな提案をしていただくというやり方が一番望ましいのではないか

と｡

基本的に､自治基本条例の市町村のモデル条例をつくったときも､そういうやり方だったんです｡です

から､そういったものでもう一度やっていきたいんですが｡さらにこれにプラスアルファ必要な項目が､

どうしても必要な項目があれば､さらに付けていく必要があるだろうと｡新しいテーマですね､あると思

うんですが｡

どうしましょうか､きょうはこの8つの項目を分けていて､それで議論の中でこの項目､テーマをもう

1つ､絶対つくるべきじゃないかという議論が出た段階で､新しい項目を付けて､最後のほうに再び議論

すると｡ですから､1回の項目1回のテーマずつに､2つやっていきたいんです｡前文と基本原則､人権

と国との関係､財政と市町村との関係､市町村と沖縄Jllの統治機構､そういうような形で､8ありますよ

ね､で4回｡最後に新しい項目を2つという形で､そして､1つ1つの項目を洗い出していきたい｡これ

項目は限定されずに､こういったテーマの中でサブテーマというのが見つかったんだけど､これはここで

議論すべきじゃなくて､財政のところでやるべきじゃないか｡こういうことがあれば組み替えて､あっち

のほうにもっていく､サブテーマ｡そういったのが出てくるかもしれない｡

これは市町村モデル条例つくったときも､そういう柔軟なやり方をしたんですが､そういった提案をし

たいんですが､どうでしょうか｡

(｢これまでのようにやっていきましょう｣と言う者あり)

○島袋純氏 そうそう｡基本的には､フアシリテ一夕一になった方は､自治基本条例の､ここにありま

す項目､これを引き受けまして､これはたたき台ですので､いやこれはこの視点がどうも足りなすぎる､

この文言がおかしいと思う､自分なりに精査しまして､さらにもう1回提案していただくという形です｡

なるべくなら､事前に､我々メーリングリストBBSがありますので､BBSというのは電子掲示板です､

その中で貼り付けて､そして､提案していただきたいということです｡

電子メール使わない方は､FAXでこちらに送っていただけば､私のほうで大域さんのほうに打ち直し

て､メーリングリストに載せてみます｡載せますので｡載せて､いろいろ意見があったものを､またFA

Xでその提案をされた方に送り返すということでやっていきたいと思います｡

メーリングリストで事前に公開してたたいてもらうということは､前もってほかの人､参加する方々が

予習になるんです､予習になる｡情報公開になる､情報共有になるんです｡参加者の非常に情報共有にな

って､こっちに来たときは､もう既にフアシリテ一夕-がどういう案をもって､どういうまとめ方したい

というのが考えている方にわかるわけです｡ですから､非常に議論がスムーズになるという大きなメリッ

トがあります｡ですから､そういった方向でやっていきたい｡

ただ､いろいろ日程が混んできますと､どうも前の目､1日前とか2日前とかにしか案が上がってこな
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いということも確かにありました｡そうなると､勉強する時間がちょっと少なくなって､厳しいんですけ

れども｡なるべく1週間前にはこのたたき台をさらに､自分なりに修正､加筆､考え直す､何が重要な論

点が抜けている､そういった議論をメーリングリスト､あるいはBBSに流していただきたいということ
です｡あるいはFAXでこっちのほうに送っていただきたいということです｡

○佐藤学氏 一昨年､この会が1年半でやった議論の進め方をご存じない方も多く来ていらっしゃるの

で､一言言わせていただきます｡先ほど､議論を積み重ねてということを言ったんですけど､これは掛け

値なしに､本当にそのとおりに参加者の議論で市町村の自治基本条例案はつくりました｡それは､今日は

たまたま島袋さんがここにいて､こう向かい合いに座っているわけですけれども､これは決してこちら側

が誇示して､皆さんに対しているということでは全然ない｡今回はここを使うとなると､あるいはグルー

プ分けをしないんです｡

というか､市町村自治基本条例の時には､少人数のほうが話がしやすいとグループ分けをしました｡こ

ういう形で大勢いると大変かなということもあって､市町村のときには､6-7人のグノレープに分かれて､

それでその中で意見を出し合って､それを集約して､最後で全体でまとめるということをしました｡それ

に近いことをしたほうが話がLやすいのかなという気はするのですけれども｡議論の中には大学の研究者

もおりますし､それから市町村職員､県庁の職員もいるし､地方議会の議員もいたし､それからそのいず

れでもない市民の方々もいらした｡その参加者達が本当に掛け値なしに､自由な議論を行なった｡その中

で意見を出し合う｡自分から言えば内輪褒めになるかもしれないけど､本当に理想的な形でできたと思う

んです｡自分たちとしては､同じような形でまたやれたらいいかと考えます｡

今回､この3つの案に関して､大学に所属している研究者が分担して案を書いたのは､1つは時間的な

制約があった｡もう1つは､多少抽象論が必要かということで､そうした小理屈をこねるのが仕事である

自分たちがたたき台を出そうということになったわけです｡ですけれども､先ほどのお話にあったような､

学者が集まって､法律をいじってということでは全然ありません｡これまでの議事録を見ていただければ

わかると思いますけれども､そういう性格の作業は全然していません｡たまたま今回､こういう形でたた

き台を出したのが私たちだっただけです｡

生活を営む中で､社会をどう変えていったら本当によりよい地域ができるのかという強い問題意識がある

のは絶対間違いないことです｡そうでなかったら､隔週土曜にワークショップをし､最後にまとめるとき

など､2回にわたって12時間の､9時から9時までの話し合いとかもやりました｡ですから､熱意がない

というようなことはないはずです｡

このフアシリテ一夕-の役はものすごく大変に聞こえると思うんですけど､例えばたたき台に､ここの

ところはどうなんだろうというような質問なり疑問点なりを､矢印か何かで書き込むとか､何か議論を発

展させていくような糸口を考える､それを書いて流すということで､それで充分だと思います｡これに関

して対抗するような､代案になるような条文らしきものを善くという､そういうことを考えていただく必

要はないと私は思います｡箇条書きだって構わない｡要するにこれはどうなんだろうというような｡とに

かくそれで､それこそ本当にたたくということをしたいわけです｡

ですので､これからフアシリテ一夕-の立候補を募りますが､そんなつもりでお願いします｡

(テープ替え)

○島袋純氏 --･前提条件というものがあって､地方自治法の問題､憲法の問題､それから独

立論の問題､いろんな問題がありまして､学者のグループの中で､それを-たん整理して､たた

き台をとりあえずつくって､それから次に､全体でのワークショップということにやっていこう

という議論になっています｡

それで､基本的に一番重要なものから先に項目をやっていきたいと思うんですが､一番最初に

やるべきなのは､私は ｢人権｣から出発するべきだというふうに思っていますが､人権の項目､

これはちょっと時間､1項目で済まないのではないかと｡おそらく､人権に関しましては､1回
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の研究会で3時間しかないんですが､2つの項目を入れたいんですが､少なくとも人権に関しま

しては､3時間丸ごと使う必要があるのではないかというふうな気がしています｡

これは基本的に我々が生きるために､どういうことが保障されるべきかという､我々人間とし

て生まれたからには､どういう権利があるのかということを､やはり一番沖縄で生まれて育った

からには､これに関して一番厳しく意識をもっていないと､自治がどうあるべきか､政府がどう

あるべきかということに関して議論することが､そもそもの出発が成り立たなくなるのではない

かなと思うんですが｡人権から｡

それで､あと､前文が､前回もそうだったんですが､逆に前文は一番最後に､いろいろ我々の

自治が､どういう自治が必要なのかということを､最後にもうー度自分たちの理念を再確認する

上で､そして共通の理念をもっていく上で､前文のほうが分かりやすくなるので､前文を一番最

後にしたんです｡

今回も､前文は一番最後｡逆に一番最初にやって､またもう1回やるという発想もあるんです

けれども､前文は一番最後｡そんなイメージなんですが､あとは順番どおりにやってもいいかな

と思うんですけど､これは基本的に､人権と前文という順序に関してはちょっと変えていきたい

という発想なんですが､いかがですか｡

どうでしょう､これに関して､順番に関して､何かご意見ありますか｡

それで､できればこの8つの項目｡それでプラスアルファ､必要あればさらにこの項目を立て

ましょうということで､さらに途中でフアシリテ一夕-をやっていただいて､履行していただい

て､新しい項目をつけ加えていくというやり方｡

高良先生｡

○高良鉄美氏 順番ですけど､前文というのは大体全体をカバーするわけです､根本にあります

から｡前文である意味､みんなの意見を､どういうものがあるのか､こういう細かいものまでや

らなくても､少なくともどういうポイントを前文に入れていかないといけないかというのが始ま

らないと､全然前文でカバーしてないのを､最後にまた戻ってきて前文の細かいことをやるとし

ても､少なくともどういうポイントがあるのかというのは､歴史的なものを入れるとか､こうい

う文化的なものを入れるとか､米軍統治下でこうだったとか｡そういうことからすると､人権は

その次にきていいと思うんですけど｡やっぱり何を全体として入れていくかという話の中に､こ

の前文のポイントというのを､まずは議論しないといけないんじゃないかなと｡細かい文章表現

は別として｡

それによって､じゃあといって､特に人権の侵害の問題が出てくるはずですから､その人権と

いうような形に移って､最後に､時間の問題もあると言いましたけれども､前文に一番最後は戻

っても構わないと思うんです｡ポイントとして､まず前文の話は､全く抜きにして人権というふ

うにはいかないんじゃないかなという｡それぐらいの前文の置き方として､少し時間を､前文に

かけてはしいなというのがあります｡

○島袋鈍氏 そういうご意見ですが､前文を最初にやって､もう一度最後にまた見直すと言う

ことを前提に､前文を最初にやると｡それで､基本的に何をどう議論していくかということに関

して､基本的な方向性を定めるというご意見でした｡

確かに､それも重要なやり方だなというふうに思いますが｡私のほうも､ゼロからボトムアッ

プで､最後に枠組みが､まとまったものを枠組みとしようという発想だったんですが､最初で基

本的にどういった内容が盛り込まれるべきかということに関するイメージを､やっぱり共有しな

いといけないというお話だったんですが｡

翁長さん｡

○省長健治氏 私個人の考えからいえば､明治政府行った琉球処分の､歴史的不当性を直接的根
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拠とするよりも､32年前に行われた沖縄復帰特別措置法の法的噸庇をターゲットにすることが効果的だと

思います｡自治州基本法の素案は､いずれ県民は見るわけです｡皆様が最初に感じるのは､｢こんなのも

のが実現するとは思わない｣いう反応でしょう｡

かかる市井の人たちに力を与えるためにも､基本条例を､どんな政治力学に立って請求するのか､倫

理的な展望を添えるべきでしょう｡

○島袋耗氏 これは条文の中で出すというよりも､基本的にこの法律の原案といいますか､条

例案が､どういうプロセスの中で､どういう請求の根拠をもって､どうやって実現していくかに

関する説明の言葉ですよね｡それがどこかで必ず必要になるのではないかと｡

○番長健治氏 素案作りは､根気の要る長帳場です｡取り交わされた議論の内容は市井の人には全然

分からない｡倫理的な展望を前文に入るのか､附則なのか､十分に検討してほしい｡

○島袋耗氏 附則というか､その条文の説明文書になりますよね｡

○ 番長健治氏 人権を最初にかため､これを出発点にする言われたわけですよね｡しかし地位協定な

んていうのが､天から降ってきて人権条項とぶっつかる｡人権がもともと憲法に立脚しているのに､憲

法をこえる条約がある｡

○佐藤学氏 今のお話ですと､プロセスのことというよりは､基本姿勢に関する問いかけであ

り､基本姿勢はどうなのか､根拠は何なのかを明確にすべきだというふうに受け止めたんですけ

れども｡

そうすると､それは前文の議論の中でできるのではないかなと今思ったのですけれども｡例え

ば､アクションプランをどうするかというところまでは､当然盛り込めないとは思うのです｡け

れども､今おっしゃった､何が根拠かということは､前文ではすでにそのような主張がなされて

いると思うので､そこをもっと法的にゆるぎない形で､なおかつ力を与えるような形のものにす

るという議論を前文でしたら良いのかなと思いました｡

○島袋耗氏 おそらく前文の中にはそういった部分を組み込まないといけないと思いますが､

前文ですべてそれが言いあらわせられるわけではないということをおそらく危供されて､もっと

別枠で､そういった法的な､正当な根拠というものを､明示､どこかでしないといけないという

ご意見だと思うんですが｡

基本的には､条文の中では､前文の中で組み込んでいくしかない｡それプラス､私はこれは説

明文書というのを別につくって､その中で､こういった法的な根拠がある､これは沖縄の権利な

のであるという形で明確に明示できるような体制のほうがいいんじゃないかなという気がするん

ですが｡

○省長健治氏 地方をがんじがらめに縛っている大元は､地方自治法だ､という声もあります｡地方自

治法が改定され地方自治基本法になったとしても､その中に沖縄自治州基本法を許容しきれないでしょ

う｡別途に立法せざるをえない｡ 天照大御神以来､中央統治に組み込まれてきた広島県とか熊本県で

は､このような議論は出来ないでしょう｡歴史的経緯があり､沖縄ならできるのです｡

しかし今回の場合は､論点をシャープにフォーカスするため､歴史を遠く振り返らず､日本復帰に焦点

を当てたほうがいい｡国連は誕生しているし､民主主義的な統治編入の方法が明確になってきた時期に､

沖縄の日本復帰が行われたのです｡

○島袋純氏 やり方の問題としては､項目というのは基本的に条文になるということを前提に

項目立てるんですけれども､要するに､何々法､何々法に基づいてこういう項目が､こういう条

文が立てられますという書き方をするわけではなくて､基本的な人権というものが､環境権があ

りますと｡環境権の中身はこうですとか､そういう形で書いていくんです｡環境権は環境基本法

に基づいてありますとかではなくて｡

ですから､基本的に今の話は､いろんな前文ですとか人権の項目とかの中で､再吟味して､考
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える中で入れ込んでいくことはできると思います｡ただ､要するに沖縄のこの特別な自治法をつ

くる法的な根拠を､条文の中でそのまま文言として書いていくということは､イメージしにくい

んです｡となれば､基本的にその条文の説明文書か､あるいはその根拠を示す､別の文章をつく

って､その中で一緒にこの条文の説明文書ですよという形で､ひっつけて提示するということが

一番分かりやすいんじゃないかなというイメージなんですが｡

ですから､もちろん我々の中で審議しないでおこうではなくて､項目の中で立てるとしても､

条文化するということを念頭に置くんではなくて､説明文書としてこれはどうしても必要なんで､

このチームをつくって議論していきましょうという形でどうですかという提案です｡

○省長健治氏 それの視点が､ずーっと背後に流れている限り､どのような議論を進めていく

のは､もういいと思います｡

それで､どうしてそういうことを私が言うかというと､日本に請求するときに､例えば､地方

自治法だけなんです｡細々と書いてあると｡そのときに沖縄の基本法を入れるためには､先ほど

徳田さんが､詳細がいろいろ入り混じっていると｡例えば､地方自治基本法をつくれと｡そして

その中に､地方自治法があると｡地方自治基本法は､沖縄自治州基本法を許容するように例えば

書くとかいうふうな提言ができるんじゃないかというふうなことが私の念頭には､少しあるわけ

です｡

つまり､沖縄は遅れて日本の統治に入ってきたわけです｡こういうような議論は､広島県とか

熊本県ではできないです｡絶対にできません｡沖縄ならできるというのはなぜか｡それをあまり

歴史を振り返らずに､日本復帰から考えたほうがいいと思います｡日本復帰から考えると｡それ

以前は､もちろん背後にはあるんですけれども､これ明確に国連ができ､いろんなことができて､

近代的な､民主主義的な統治の方法がもう明確になった時点で､沖縄は復帰しているわけです｡

その中で､正当な権利があるということです｡そうすると､日本国は基本法という自治基本法を

つくって､沖縄の特別法を許容するような法体系にすべきだというようなことも､本当は含まれ

ているかもしれない｡という意味で､私はこれを提案したいと思っています｡

○島袋耗氏 分かりました｡じゃあ､8番目として､沖縄の法的位置づけ---｡

徳田さん､お願いします｡

○徳田博人氏 お話を聞いて思ったことですけれども､まずは､翁長さんの発言の特徴は､こ

こで議論した､できる限り具体化できて制度化する方向を考えていらっしゃるということで､非

常に積極的な参加が見られてすごくうれしく思っております｡

このことを前提にしてなんですけれども､議論として2つあるのかなと思っていまして､1つ

は､先はど島袋先生がおっしゃった､なぜ憲法95条かというときに､シティチャーター型の論理

とG3作業班の主権型の改正があるだろう｡シティチャーター型でいくんだったら､こういうの

を請求するのは､今の道州制の流れからいって､各自治体のコミュニティーを重視するからおか

しくない｡この点については､リアリティーある請求だといって､いろんな答申なんかで附則の

部分に書くなり､あるいはそれを議員さんに説明する説明文で書くなり､そういう対応でいくの

かなと思っています｡全体の趣旨を説明する説明文書と､もう1つは､個々の条文をやはり意味

のある条文にするなり､例えば人権でも､なぜ平和的生存権なのかというときに､あえて沖縄で

明記する理由とか説明する必要があると思いますね｡

結論から言うと､やっぱり島袋先生の考え方に賛成です｡ただ､その際にも､翁長さんの指摘

は意味があって､例えば地位協定にしても､憲法という､一応は保障されているんじゃないかっ

て､みんな思うじゃないですか､憲法の言葉としては｡でも､現実は違うと｡そうすると､例え

ば､地位協定のあり方なんかにしたって､諸外国で見ると､ちょっと違うのがあるよとか､ある

いは判例としては､地裁でこういう判例があるからもっと請求するのは当然だよとか､そういう

-196-



力になるようなものを解説文で入れることで､翁長さんのような問題意識も汲み取れると思うの

です｡

つまり､全体としての説明文と個々の説明文､2つあって､しかもそれが答申とかいろんなも

の､官僚が拘束されるようなものから学者の書いた文献も含めて､いろいろ目配りする中で説得

力が増すのかなと思って､お話をお聞きしました｡

○島袋純氏 先ほど話しましたように､実を言うと法的な位置づけ､G2というか､憲法95条

を使った自治基本法でいくのかどうなのか｡これも最終的にもう1回吟味しながら､決定してい

こうという議論でしたので､基本的にそれはどの方向でいくかということを､この条文全体の像

がまとまった時点で､実を言うと､どの法的根拠に基づいて､どのほうのシステムでいくかとい

う,最終的にやっぱり決めていかないといけないということですよね｡

ですから､今から､最初からこういくということで､それ決めることはできないもので､一番

最後に､これはやっぱり話が見えてきたところで､我々はどういう法的位置づけでこれを進めて

いくべきかということに関して､やはりまたみんなで議論しながら､位置づけを最終的に確定し

ていかないといけない｡その議論の中の中身をもう一度基本的な､先ほど復帰の時点､例えば復

帰の時点ですね､そこから再吟味しながら､位置づけを再構成していく｡そして､やはりだから

こそ95条の特別法に基づく自治組織が必要であるというような言い方ですね､論拠を明確化する｡

ですから､特別な法律を求めるとしたら､その論拠としてどうしても必要になってくるので､

最終的な段階でこれについて議論をまとめていくという形でよろしいんじゃないかと思うんです

が｡

ですから､どうしても最初前文から始まって､もう1回前文で終わる｡さらに前文で終わった

後に､我々の位置づけを確認しながら､そして､法的な論拠というものを意識化して､みんなで

共有化していくという作業です｡これでよろしいんじゃないかと思うんですが､どうでしょう｡

では､最終的に最後に話し合う項目としては､沖縄の自治基本法､あるいは特別な自治法の法

的な位置づけについての話し合いをすると｡これは条文の中に組み込むかどうかは､その場で考

えればいいんですけれども､きょうこれ話し合って決めていかないと､どういう提案をしていく

か決まらないので､その話し合いの場を設けるということでよろしいですか｡

では､これで-たん合意が得られたと思いますので､前文からそれぞれ項目をやっていただく

フアシリテ一夕-の方を探して､立候補していただきたいんですが｡これからが大変です｡

立候補でフアシリテ一夕一､どの項目でもいいんで､先にやりたい項目を｡

○照屋勉氏 6の市町村を｡

○島袋耗氏 6の市町村が､照屋勉さん｡

○宮里大八氏 5番目の沖縄自治州と市町村との関係を｡

○島袋耗氏 富里ダイヤさん､5番目の沖縄自治州と市町村との関係｡

何かやりたい項目を､早いもの勝ちで｡

もし1人で何か吟味して提案していくと不安でありましたら､研究者の方々､私も含めまして､

いろいろ一緒に相談しながら､最大限に支援していきますので｡以前もそういう形で､いろいろ

相談を受けながら提案していったというのがありますので｡

急にできないとか､急にだめだとか､病気とかいうときにバックアップする要員として研究者

を置いておきたいというのがあるものですから｡どうしても日程どおりに進めないといけなくて､

緊急のバックアップの体制がどうしても必要なものですから､そういった要員のために､先生方

を置いておきたいと｡

これはフアシリテ一夕-をひとつやると､非常に勉強になるというか､おもしろいというか､

楽しいんで､やっていただくと｡楽しかったですよね､経験者の方は--｡
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○佐藤学氏 これからどういうふうになっていくかですけれども､これは実に楽しかったです

ね｡楽しくなければこんなことやってない｡一生懸命やったというのは､1つには､おもしろい

ことやっている､あるいは何か､意味がありそうなことやっているという高揚感もあったんです

が､やっぱり楽しかったんですね｡ですから､とても楽しいものだと思っておられるとよろしい

んじゃないでしょうか｡

具体的な仕事としては､先はど言いましたように､例えばこんなの要る､必要なんじゃないか

ということを箇条書きで思いついたことを足すだとか､あるいはこれはおかしいんじゃないか､

これは意味が分からんとか､そういうようなコメントを付けていくような形のものを出すだけで

もいいんじゃないか｡あるいはもっとご自分で何か条文を考えたというのを入れられてももちろ

ん構わないと思いますし｡とにかく､話をする上でのきっかけになることを提供していただく｡

それでみんなで考えていって､どの意見を交換するというやり方だと思います｡

○番長健治氏 前文を検討するというのは入っているんですか｡これ入ってないでしょう｡

○佐藤学氏 これ入っているんでしょう｡

○島袋耗氏 これは一番最後に､8番目です｡

○佐藤学氏 最後にもう1回前文があって､前文とともにこれをやるんで｡

○島袋耗氏 最後に必要性あれば､1月22日の後にもう1回やる必要がありますよね｡新しい

項目が出るということであれば､やはりもう一度定例会を新たに設ける必要があると思います｡

翁長先生､下の名前は何ですか｡

○省長健治氏 健治です｡

○佐藤学氏 これはそんなに､最初は時間はかけないということですね｡

○島袋耗氏 思い出しました｡すみません｡

○屋嘉比収氏 3､4目前の 前文をやりたいんですが､ ちょっ

と難しいので､もし3､4日ぐらい前の でやりたいと思うんです｡

○島袋鈍氏

○屋嘉比収氏

○佐jB学氏

○島袋耗氏

○屋嘉比収氏

○島袋耗氏

それをぜひ尊重して､3日､4日前の｡

長時間できそうなものはないんですが｡

だれ最後がいいですか､前文は｡

同じ人がいいですよ｡

次回は1月ですか｡

1月22日です｡基本的に全部土曜日です｡大体2週間ごとの土曜日｡12月だけは

18日です｡12月だけは1回だけです｡師走で｡

新崎さん､人権とかやらないんですか｡

浜里さん､統治機構とか､7番とかやらないですか｡これが一番僕らが弱いところだったんで

す｡

先はど一番最初に発言された曽根さんが､おそらく7番ふさわしいのではないかという推薦が

あるんですけど､いいですか｡

では､曽根さんで決まりましたよといって､報告--･｡

○佐藤学氏 人権決まったんですか｡

○島袋耗氏 決まってないです｡島仲さん､やらないですか､人権｡

それで､言い忘れたんですけど､バックアップする方を1人､自分で確保してくださいね｡万

が一病気になったときに､例えばだれか代役みたいな形で助けてくれる人を指名してください｡

支援者の方を1人指名してください､フアシリテ一夕一に立候補された方は｡

人権ちょっと厳しい､確かに難しいところなんですが､非常に重要な部分で｡

一応､バックアップ要員ということで､提案した先生方は今入ってもらっていないんですが､
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期日が迫っているということもあって､ここだけは先生方にという意見もあるんですが､やっぱ

り人権やるとしたら､徳田さんか､先生方に--･｡

○佐藤学氏 この前､宗前さんが､私は徳田さんが人権のことの議論をしてくれたので目が覚めた

って言っていました｡どうも技術的なところに重視してしまっていた中で､徳田さんが人権のことで原則

論をいつも思い起こさせてくれる｡とっても僕は勉強になったと言っていました｡

そんなに難しいことを考える必要は全然ないので､いかがですか?

○

○ いやいや､徳田さんを入れようという｡

○ 人権 本当ですよ､ここだけ知っていてみっともない

なと思いながら､本当にとんでもないです｡

○ 辞令とか 証拠を見ないまでは､にわかに信じられない｡

○
○ そんなに難しいことを考える必要は全然ないので｡

○徳田博人氏 国との関係で言うと､ あ

ったときに､どこが矛盾しているんだろうと思って､何で 今度はやったんだろうといって､

いろいろ考え なったりして､そのときにかたくなって､研究所の いろんなことを

言ってもらえる ところから､フアシリテ一夕-をやることになって

○佐藤学氏 推薦2号｡難波田さん､いかがでしょう｡

○島袋耗氏 確かに､学者は教科書か何か持ってきて､わかりきったようなことしか言わない

というのは､もう思考形態が確かにそうなってしまっているというのはありますね｡

難波田さん､どうですか｡非常にいい提案だなと思って｡

難波田さん特に､今まで自治研究会の中で一番出席率高い方ですし､それから住基ネットの問

題で､論壇にもいろいろ､すごいすぼらしい論壇を書かれていますし｡

(拍手する者あり)

○♯波田 それでは､できるだけいろんな題材を皆さんにメーリングリスト等で流していただきい

と思います｡

○島袋鈍氏 はい､わかりました｡では皆さん､人権にご協力をということで｡

あと､メーリングリストでやり取りしますので､メールアドレスを､名刺がある方は名刺を置

いていっていただきたいんですが､ない方は何か紙を持ってきて､それに書いていただきましょ

うね｡それから､メール使われない方はFAXの番号を出していただきたいんですが｡帰るとき
に､出口のほうでお願いします｡

○佐藤学氏 メーリングリストは､MLと略します｡自分もついこの間まで使ったことなかっ

たんですけれども､念のために説明しますと､メーリングリストで来たものに返信すると､リス

トの全員に回ってしまいます｡自治研のメーリングリストのメンバーは150人ぐらいいますが､要

するに1人からメーリングリストあてに流すと､自動的にそれが150人全員にいきます｡受け取っ

た人がそれに対して返信を送ると､150人あてにいってしまうわけです｡ですので､人の悪口とか

を書いて､1人だけに送るつもりでメーリングリストに返信すると､内緒話が150人に広まってし

まいます｡これ絶対誰もが､必ず一度はやったことある失敗です｡別に悪口とは限らないんです

けれどもね｡

例えば､島袋さんからメーリングリストで皆さんに通知がいって､それで島袋さんだけに返事

を出すときには､それ直接すぐに返信を出すと全員にいってしまいますので､1つのやり方は､

島袋さんのメールアドレスは本文のほうに出てきますから､それをコピーします｡そして新しく

メール立ち上げて､あるいはあて先欄を消して､島袋さんの個人のメールのアドレスを入れる｡
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自治研からのメイルには､jichikenという名と通し番号が差出人の蘭に出ます｡これでここの

最初に数字が書いてあります｡今2,000‥‥‥

○島袋純氏 3,000近くです｡3,000回議論しているということです｡

○佐藤学氏 要するに､1つ出ますとこれが､番号が1つ増えるということです｡これが

あて先欄に返信とやると､これがあて先摘出ますから､これ出ているときにはこれ全員に回る｡

逆に全員に知らせたいとき､たたき台を回すとかというときには､どれでもいいから自治権のメ

ーリングリストで来たものを番号付けます､返信とやるとこれが出ますので､それで送れば全員

に回るということになっています｡

○島袋耗氏 では､以上できょうはいいですか｡基本的な方向性と､それから議論の仕方､そ

れから各フアシリテ一夕-が決まりました｡フアシリテ一夕-で支援者の方を1人ご指名してく

ださい｡それで､中でだれも指名できる方がいないという方は相談してください｡島仲さんが既

に立候補していますし､何人か経験された方をお願いして､貼りつけるようにしたいと思います､

支援者の方を｡やりたいと思いますので､見つからない方はまた私のほうに伝えてください｡

それから､3号､4号に関しましては､予部がありますので､隣の自治研究会の研究室､ここ

がメインの研究室になりますので､ここに終了後来ていただければお渡しします｡

それから､会場は毎回こちらになりますので､それで､なるべく議論しやすいような､円を囲

むような形にして､お互いに顔が見えるような形で議論するというような形に､セッティングを

もうちょっと話しやすいようにしたいと思います｡

それで､毎回9時半には始めたいと思うんですが､これは本当に､世話係をしているのは私と

女の子しかいなくて､人手が全然いませんので､来ていただいた方が一緒に会場の整理とか､あ

るいは片づけまで一緒にやっていただかないと､なかなか会場の設定も､後片付けもできないと

いうことですので､その点は協力､何とぞ毎回お願いいたします｡

以上で､何か連絡事項なければ､これで終了したいと思いますが､よろしいですか｡

それで､あとは大体いつも終わった後に､野原亨というそば屋さんがあるんですが､琉大附属

病院の向かいに､駐車場がありますので､そこで集まってそばを食べて､それで足りなかった議

論を継続するということになっていますので｡きょうも行ける方は､これ自由参加です､そば屋

さんにそばを､おいしいそばがありますので､そば食べながら｡

では､きょうはこれで終わりたいと思います｡どうもお疲れ様でした｡
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